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総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 

新エネルギー小委員会 系統ワーキンググループ（第５回） 

 

日時 平成27年３月４日（水）８：59～11：41 

場所 経済産業省 本館地下２階 講堂 

議題 

（１）出力制御の見通しについて 

（２）出力制御システムの構築について 

（３）その他 

 

１．開会 

 

○荻本座長 

 それでは定刻になりましたので、ただいまから総合資源エネルギー調査会新エネルギー小委員

会、第５回系統ワーキンググループを開催させていただきます。 

 本日はご多忙のところ、本当に朝一番からご出席いただき、本当にありがとうございます。 

 まず事務局からお願いいたします。 

○江澤新エネルギー対策調整官 

 おはようございます。資源エネルギー庁新エネルギー対策課調整官の江澤でございます。 

 前回同様、本日も委員全員にご出席をいただいております。そして、前回同様、オブザーバー

として関係業界の代表の方々にも参加いただくとともに、今回は日本電機工業会からもご出席、

ご参加いただいております。 

 本日は、オブザーバーの太陽光発電協会からもご説明をいだたく予定です。また、前回同様、

電力会社からもご参加いただいており、本日は九州電力、北海道電力、東北電力、四国電力、沖

縄電力の５社からご説明をいただく予定となっております。 

 続きまして、本日の資料について確認いたします。配付資料一覧にありますとおり、議事次第、

委員等名簿、座席表、資料１から７でございます。１点、配布資料一覧の資料１のところのタイ

トルと資料のタイトルが違っておりますけども、資料１のタイトルは本体のほうが正しくて、配

布資料一覧のほうがちょっと違っておりまして、正しくは「出力制御の見通しについて」という

ことでございます。修正させていただきます。 

 メインテーブルのほうで乱丁、落丁等ございましたら、会議の途中でもぜひお知らせください。 
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２．議事 

（１）出力制御の見通しについて 

（２）出力制御システムの構築について 

 

○荻本座長 

 それでは、これから本日の議事に入りたいと思います。 

 なお、プレスの皆様の撮影はここまでとさせていただきます。プレスの方の傍聴は可能ですの

で、引き続き傍聴される方はご着席をお願いいたします。 

 では、まず事務局から資料１について説明をお願いいたします。 

○江澤新エネルギー対策調整官 

 それでは「出力制御の見通しについて」ということで、出力制御の見通しに関して事務局より

ご説明いたします。 

 資料をお開きください。 

 まず、今回の算定の前提についてご説明いたします。 

 今回の出力制御の見通しの算定に当たっての前提は、年末の第３回系統ワーキンググループで

の接続可能量の算定に用いた前提と同様に置いております。 

 このため、今回算定した出力制御の見通しは、その前提と同様の条件が揃った場合に発生する

ものでありまして、実際に発生する出力制御の時間数については、そのときの電力需要や電源の

稼働状況などによって変動することに留意する必要がございます。 

 以下、各社には２つの方式で算定をしていただいておりまして、１つが左側の「8,760時間の

実績ベース」、実績の発電だとか需要に基づいた実績ベースの見通しを一つ算定していただいて

います。もう一つが「２σ方式」、２σで太陽光と風力の合成出力は、まさに２σの出力で発生

した場合の算定した見通しでございます。 

 算定年度、それぞれ、左側の8,760時間の実績ベースについては、2011年度～2013年度、これ

を３カ年度について行っております。電力需要については、それぞれ３カ年度の実績を使用して

おります。太陽光と風力の時間帯別の各年度の発電実績を評価しているというのが左側の方法で

ございます。またベースロード電源については、過去30年間の平均稼働率に、設備容量を乗じて

算定しています。火力発電の供給力は安定供給が維持可能な最低出力、それから揚水式水力につ

いては、再エネの余剰電力を吸収するため、最大限活用しております。地域間の連系線について

は、安定供給上支障のない範囲で見込める量を最大限見込んでいるという、空き容量を使ってい
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るという状況でございます。 

 それに対しまして、右側の２σ方式の見通しでございます。これについては、2013年度の需要

をもとにし、電力需要は2013年度の実績。ここが大きく違うのは、３番目の太陽光発電と風力発

電の合成出力を、月別、時間帯別の最大２σ相当、月で２番目に高いというところでございます

けども、その出力で評価をしております。ただし、雨、曇りの日は２σ相当の出力は発生しなか

ったということでございまして、平均の出力で置き直して計算をしております。その他ベースロ

ード、火力、揚水、それから地域間連系線については、左の実績ベースの方式と同じ前提でござ

います。 

 次のページです。２ページ目、これまで新エネ小委員会及び系統ワーキンググループにおいて

さまざまな意見をいただいておりまして、改めて列挙いたしました。時間がないのでごく簡単に

ご紹介したいと思うのですけれども、こうしたご意見を参考としまして、電力会社のほうに算定

をお願いしているという次第でございます。 

 まず、新エネルギー小委員会のほうですけれども、１番目として、出力制御の公平性や考え方

については、国民負担の抑制や経済的な視点があるのではないか。それから、改正前のルールが

適用される設備については、既に投資回収が進んでいるから、制御に参加してもらうことが検討

できないのかといった指摘。それから、単年度ではなく複数年度の評価で検討するべきだ。それ

から、給電ルールを作成し、それを示して、チェック可能な仕組みを構築してほしい。最終的に

ルールについては、新エネ小委で議論するべきだといったようなご意見。 

 ２番目の出力制御システムの技術的な課題については、主任技術者がいない太陽光発電設備ま

で適切な制御ができるのかといったご意見。地域性の違い、設備の違いを考慮して、総合的に効

果的なシステムの構築を目指してほしいといったご意見。気象予測についてのご意見といったと

ころがいただいております。 

 それから、出力制御の運用についてでございます。実態に応じた運用を可能としてほしいとい

ったことであるとか、一定の許容値はあるべき、トライアルを行わないとわからないので検証と

公開を繰り返してほしいといったご意見をいただいております。 

 それから出力制御の公平性と最小化については、両立が困難といったようなご意見をいただい

ています。 

 上記以外のその他の意見としましては、情報公開により、再エネ事業者の事業性の判断をし、

意思決定が可能となるようにするべきだといったご意見。それから、他国の先行事例を知見に生

かしてほしいといったご意見。出力制御の公平性は、経済性と物理的な抑制が一対一になってい

るところに問題がある。しかし、技術的な制約から制御が偏った場合でも経済的な調整さえでき
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れば公平性の問題はなくなる。こういったことは難しいことはわかるのだけれども、検討するべ

きだといったご意見。それから、30日制から360時間制への時間制への移行のインセンティブが

必要ではないかといったご意見をいただいております。 

 次のページでございます、３ページ目。 

 前回のワーキンググループ、２月17日にいただいたご意見でございます。 

 出力制御の公平性の考え方について、同様に、後発の事業者だけが損するということは避けた

いと思うが、非常に難しいのではないかといったご意見。それから、公平性の考え方は国が示す

べきだ。公平性の観点からは、機会損失（発電量）で整理することが正しいのではないかといっ

たご意見。 

 システムの技術的な課題については、最低限のPCSの要件を定めて、流通させた上で、後付で

機能を付加することがよいと思うといったご意見。それから、統一規格にするべきだというご意

見。前日予測では誤差は必ず発生するので、前日通告のルールを見直してリアルタイムを目指す

べきだといったご意見をいただいております。 

 出力制御の運用については、ルールについてはさまざまな制約があり、ちょっと長いので中略

ですが、失敗もあることへの理解も必要。それから、出力制御の規定における「一年間」におけ

る30日とか360時間となっているわけですけど、「一年間」の定義が不明確だけども、「一年

間」の区切り方次第で、多少運用が容易になるのではないかといったご意見。 

 上記以外のその他のご意見としては、技術的な出力抑制と経済的な出力抑制を分けるといった

ことをもっとシリアスに考えてほしい。経済的に対処すれば、公平性の問題の大部分は解決でき

るはずだといったご意見。出力抑制を行わないことが電力会社にもメリットがあるというご説明

を経済産業省のほうから、私のほうからさせていただきましたけども、石炭火力が停止している

ケースもあればメリットがあるとは考えられないといったご意見。それから、本来は制御時間数

や日数ではなく、制御量を重視するべきだ。アンシラリーサービスによる制御についてのご意見。

バンキング、ボローイングに関しては、法的にできるのならやるべきだといったご意見。それか

ら、個社の事情ですけれども、沖縄電力の事情はわかるが、カレンダー機能を採用するのであれ

ば、需要対策にもしっかり取り組む姿勢を示す必要があるのではないかといったご意見をいただ

いております。 

 次のページをごらんください。 

 ４ページ目で、「各電力会社の見通しの算定に当たっては、」ということでございます。先ほ

どご紹介したような、委員からいただいたご意見も踏まえ、以下のような点について考慮するこ

ととしております。 
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 まず、太陽光発電と風力発電の出力抑制ですけれども、太陽光発電は昼間に発電します。風力

は昼夜通して発電するといった違いがあるわけでございまして、出力制御の実施に、発電してい

る時間帯が違うので差異が生じるものの、太陽光発電、風力発電ともに、30日なり360時間なり

720時間といったものを使い切ることを前提とした試算をするということでございます。 

 それから、指定電気事業者の下での出力制御については、電力会社の運用上は、出力制御の上

限がないものに対して優先的に出力制御を求める誘因がある。上限のあるものは使ってしまえば

それきりになってしまうので、上限がないものを優先的に使ってしまうのではないかというよう

なことでございますけども、指定電気事業者制度の下で接続する事業者が著しく不利となるよう

な出力制御の運用は避け、年間30日、これは制限があるほうですけれども、360時間又は720時間

までは全ての事業者が公平に出力制御を行うことを前提とするということでございます。 

 それから、住宅用太陽光については、ルールに従い、これは省令のルールでございますけども、

住宅用太陽光以外の自然変動電源の出力制御を行った上で、出力制御を行う。それから、改正省

令の関係ですけども、経過措置の期間に申し込まれる、適用除外となる期間が、例えば４月から

施行といったものがある場合には、出力制御の対象とならない、例えば住宅用太陽光等の設備の

影響についても考慮する必要があるということでございます。 

 それから、地域型バイオマスの出力制御です。これは、出力制御の対象外となるものですけど

も、その導入について一定の仮定を置いた上で、地熱や水力、地域型のバイオマスというのはこ

れぐらい入る、出力対象外はこれぐらいある、ということで、地熱や水力と同様のものとして取

り扱うということでございます。 

 ５ページ目、電力会社の系統運用の考慮についてでござまいす。全ての電源を結果的に均等に

出力制御することは困難であるため、まずは手続上の公平性を確保することを第一とする。それ

から、年間30日、360時間、720時間までの出力制御が上限とする事業者、これについては上限ま

で出力制御を使い切ることは実際の系統の運用面から考えると、使い切ると次が出来なくなって

しまうので困難である。そのため、一定の尤度が必要となる可能性があります。他方、結果的に、

ある年に上限を超える出力制御が発生した場合に、翌年度以降での調整を一定程度認める等の手

当ができれば、これはバンキング、ボローイングというような言葉で前回ご指摘があったわけで

すけれども、年間の上限まで出力制御を使い切れる可能性が、こういうものがあれば使い切れる

可能性があります。このため、試算に当たっては、この可能性を考慮して年間の上限まで出力制

御を使い切ることを前提としております。合理的な理由がある場合には、各電力会社で多少運用

の違うところが異なることがございます。 

 それから算定方式、開示情報についてですけれども、出力制御の見通しについては、接続可能
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量の算定に用いた太陽光発電、風力発電の合成２σの方法とともに、２つの方法ということでご

ざいますけど、8,760時間の実際の発電実績に基づいた方法でも算定をするということでありま

す。それから、上記の見通しの算定、8,760時間のほうですけども、前提条件となる電力需要、

それから再生可能エネルギーの出力の変動により結果が異なるということでございます。それな

ので、複数年のデータに基づく算定結果を示していただこうと考えておりまして、これについて

は、2011年、2012年、2013年度の３カ年度のデータを各社にお示しいただくこととしております。

前提、それから算定根拠、需給のデータは可能な限り明らかにする。それで透明性を確保すると

ともに、再生可能エネルギーの発電事業者が事業性を判断することが可能な状況とすることが情

報開示の意味なのかなということでございます。 

 それから、追加的な接続量の想定については、追加的に接続可能量からさらに追加して接続し

た再エネ電源の容量に応じて、例えばプラスの100万kWであるとかプラスの200万kWの太陽光発電

の導入が増えた場合といったことを、どれだけの出力制御を図るのかということを算定していた

だいています。 

 その他、直近の需要や供給の状況を反映させるために、見通しについては毎年見直すものとす

る。実際に出力制御が必要な状況が見込まれた場合には、事前に公表を行うといったことでござ

います。 

 最後のページ６ページになります。 

 出力制御の見通しの性質でございます。この見通しは、あくまでも試算値でございまして、電

力会社が上限値として保証するものではないこと、また、その年の電力需要や電源の稼働状況に

よって変動するものであり、これは単年度で評価するものではなく、一定の前提に従った見通し

であることに留意が必要ということであります。 

 それから系統運用の限界、年間30日の上限まで出力抑制を行うために、複数年での出力制御の

日数又は時間数が超過した場合の調整ですけども、例えば数日分の出力制御が超過してしまった

場合に、翌年度で調整するということを行うことについては、今後、制度的な手当、解釈の明確

化などが必要となります。電力会社が実際に系統運用を行っていく中で、出力制御に関して更な

る課題への対応が必要となった場合には、より合理的な方法が発見された場合、運用方法の変更

がされる可能性があるといったことを留意事項としまして考えられます。 

 こうしたことを前提として各社には試算を行っていただいています。後ほど５社からご説明い

ただこうと考えております。 

 以上でございます。 

○荻本座長 
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 どうもありがとうございました。実際の計算結果は後で資料に出てまいりますが、まず、前回

出ましたいろいろな議論、「公平性」という単語もありましたが、を含めて一応整理をして、今

回の計算の前提という形でご説明をいただきました。 

 まず、この段階でご意見、ご質問あればお願いいたしたいと思います。よろしければネームプ

レートをお立てください。 

 どうぞ。 

○大山委員 

 簡単な質問だけ、私が知らないだけなのですけれども、太陽光で30日までいいですよと言って

いる場合には、１日って非常にはっきりしていると思うのですけれども、風力の場合は、多分問

題なのは夜中なので、１日の切れ目がいつになっているのかなというのが実は知らないので教え

ていただきたいなと思っただけです。 

○荻本座長 

 なかなか鋭い質問のような気もしますが、いかがでしょうか。電力さんのほうで何か解釈があ

れば。 

○九州電力・山科電力輸送本部長 

 一応当社の試算では、0時から24時という形での１日というカウントの仕方をしています。 

○江澤新エネルギー対策調整官 

 ちょっと役所が答えるべきだと思うのですけど、ルール上は、年間30日まで、30日というふう

に書いていまして、まさにその解釈のところは明確にはなっていないということでございます。

実際にこうしたほうが運用上フレキシブルで、より多く接続ができるといったようなことを考え

ながら、年間30日というものが、例えば連続した期間なのか、それとも日数で見ていくのかとい

うようなことは、日数をどこでカウントするのかということは検討の、まだ調整のしようがある

部分かなというふうに思います。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。 

 他はいかがでしょうか。松村先生。 

○松村委員 

 まず今の点、まさにお答えが正しいのだと思うのですが、念のため確認したい。推計の前提は

どうなっているかというのは電力会社が答えるべきこと。しかしその定義どうするのかというの

を電力会社に押しつけるのは余りにも無体。その解釈はどうだということは、政府なり役所なり

が示すべき。つまり、夜の10時から夜中の２時までやったという時には、これは連続する４時間
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だから１日とカウントするのか、２日と考えるのかは、電力会社を悪者にしてルールの解釈を押

しつけるというわけにはいかないので、どこかのタイミングできちんと政府なり委員会なりが判

断を示すべきだと思います。 

 次、お配りいただいた資料のバンキング、ボローイングがあれば30日使い切ることが相対的に

やりやすくなるという説明は正しいと思いますし、だから30日とりあえず使い切るということを

前提とした試算をすると言うのも問題ないと思います。説明では、ボローイングが可能であれば、

30日使い切って、最後にもう１日必要になったときに、次の年度から借りてこられるから使い切

れるという説明になっているのですけど、私はバンキングも全く同じ機能をもつと思っています。

ある年に29日しか使わなくて、１日繰り越せたから、次の年は安心して30日まで使える、まだ１

日余裕があるから。こういう効果も当然に考えられます。現実に起こるのはこっちだと思うので

すが。柔軟な運用をすれば30日使い切れます。そうすると、ボローイングが重要です。ボローイ

ングに関して相当きっちり制度化しないとうまくいかないというメッセージを与えるのは、ちょ

っとミスリーディングだと思います。次の試算には関係ないからもうこれでやめますが、私はむ

しろバンキングのほうが重要だと思っています。 

 以上です。 

○江澤新エネルギー対策調整官 

 この点については解釈、何らかのものを示していかなければ、そのまますんなりということで

はないと思いますので、事業者とも、どこまでだったら可能なのかということを議論しながら、

もしかしたら、ボローイングとバンキングでどちらがいいかという、どらちが受け入れがたいか

というようなところは少しあるのかなというところもありますので、よく相談しながら考えてい

きたいというふうに思っております。 

○松村委員 

 すみません、私の見解は全く違っているのですが。これは政府なり役所なりが主導してやらな

ければいけないことであって、電力会社と相談してという類いのものではない。新エネ小委で、

解釈でこういうことができないかという提案に対して、事務局も含めてみな猛反対で、解釈でや

るのは難しいと言い切ったわけですから、それは電力会社と相談してと言って責任を曖昧にする

ような問題ではなく、役所が主導して解釈ではできないこういう制度を設計するというなら、責

任を持って設計すべきだと思います。 

○江澤新エネルギー対策調整官 

 ご指摘を踏まえて、新エネ小委でルール化は議論していきたいというふうに思います。 

○荻本座長 
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 ありがとうございました。 

 他はいかがですか。岩船先生。 

○岩船委員 

 すみません。今の点で、前回も松村先生にご指摘いただいたので、新エネ小委のほうの議論と

重なるのですけれども、私をはじめ、他の委員の方ははっきりわかりませんけれども、反対した

のは、もう既に過去に遡って30日から借りてくるというようなことはルール違反ではないかとい

う考えで、そのバンキング、ボローイングを過去まで遡るるというところに関して反対したとい

うことであり、これから30日分ずつを止めていくということに対して私は反対したのではないと

いうことだけは言っておきたいです。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。 

 他はいかがでしょうか。 

○松村委員 

 重要な問題なので、しつこくて申しわけないのですが繰り返します。年平均とやるのと、バン

キング、ボローイングをフルに認めるというのは経済的には完全に等価です。それで、今既に結

ばれている契約の解釈として難しいということを言われたのだとすれば、それはスタート時点が

どこからというレベルの議論と本質的に違うはず。しかし、今の岩船委員のご発言からすると、

そういう根本的なことがわかっていなくて賛成、反対と言った委員がいたということ。新エネ小

委の場でみんなが理解した上で反対したというのは撤回します。 

○荻本座長 

 どうもありがとうございました。なかなか上位の委員会の話だったりしますので、収拾は難し

いですが、今日のこれからの議論という観点から見て、さらに何か今の資料につきましてご質問、

ご意見ありましたらお願いいたします。 

○松山新エネルギー対策課長 

 すみません、今の件で。新エネ小委のほうで改めて議論したいと思いますけれども、松村先生

からご指摘ありましたように、新エネ小委の中では、各年度で年度上限として置いている30日な

り360時間というのをどう解釈すべきかという議論だったと思います。これは20年平均との関係

で、現況の解釈ができるかどうかということで、小委員会の議論としては、なかなか難しいでは

ないかということで一旦結論をつけたところでございます。 

 一方で、今回のこの系統ワーキングの中で、実際の電力会社の運用の中で30日を使い切れるか
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どうかという実務の観点からいったときに、この解釈についてどう考えるべきなのかと、新たな

手当が必要なのかどうかということを含めて対応が必要かというふうに認識しています。ですか

ら、系統ワーキングの中では、今こういう手当をした場合に、30日使い切った場合にという前提

でご試算をいただいたところでございまして、この前提としての解釈、手当の必要性の有無等に

つきましては、改めて新エネ小委の中で議論したいと思ってございます。補足でございます。 

○荻本座長 

 それでは、よろしいようでしたら、次へ進めたいと思います。 

 それでは、資料２をお願いします。資料２は、その次にご報告いただく計算結果の中で、どの

ような抑制というのを具体的に想定して検討されたのかという性格を持つということと、今後ど

んな抑制方式があるのかというようなことも説明していただくということで聞いております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○太陽光発電協会・鈴木事務局長 

 おはようございます。太陽光発電協会でございます。 

 それでは、資料２に基づきまして、ここまで太陽光発電協会、日本電機工業会さん、電気事業

連合会さんの３者を中心として進めてまいりました出力制御機能付パワーコンディショナーの技

術仕様についての案をご説明させていただきます。 

 時間がございませんので、ポイントに絞ってご説明をさせていただきますが、適宜、専門的な

内容も含んでおる関係から、３者の団体全て来ておりますので、ご質問のほうでお聞きいただけ

ればというふうに思っております。 

 それでは、めくっていただきまして、１と２のところで、今回の技術仕様の背景ということで、

非常に重要な点を含んでおりますので、ここは少し丁寧に確認をさせていただきたいと思います。 

 まず、出力制御システムの基本的な考え方ですが、系統安定化のために必要最小限の出力制御

にすることということ。それから②のところで、「公平性」を確保すること。③のところで、実

際の運用の実行性というものを確保することという３点が挙げられております。 

 これに従いまして、下段、検討の方向性ということで５点を確認しております。 

 まず、使います通信回線につきましては、規模の大きく非常に影響の大きい特別高圧について

は、基本的に専用回線を使った通信を行うということでございます。 

 一方、２番目でございますけれども、高圧案件以下につきましては、基本的に汎用性等々を含

めて、そちらのほうを重視しつつ、発電事業者が公衆通信網を活用するということをベースにし

ております。ただし、この中でダイレクトに電力のサーバに読み込みに行くか、それとも間にア

グリゲータと呼ばれる配信事業者を介するかということの選択肢も入れてございます。 
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 ３つ目に、どうしても通信回線が引けないといったようなところを含めまして、極力、通信回

線を使ってやるという大前提なのですけども、どうしても厳しい場合においては、固定的なスケ

ジュール、いわゆるローカルカレンダーと今まで呼んできたものですが、それを活用するという

ことも視野に入れるということになってございます。 

 それから、風力発電設備についても、太陽光発電と同様に規模に応じた出力制御を検討すると

いうこと。 

 最後に、通信頻度、それから出力制御スケジュールの日数等の詳細については、更なるシステ

ム面での対応を求められる場合にも対応できるように、柔軟性のあるシステム設計とする方向で

検討をさせていただいております。 

 以上５点であります。 

 さらに、17日の系統ワーキングでいただいた意見として、通信機能については、外付けとする

ことは可能かというご指摘がございました。それから、電力会社毎のばらばらな仕様とならない

ように、共通の仕様とすべきというご指摘をいただいております。 

 これに基づきまして、２枚目に、これも５点重要な点を確認しております。 

 まず、コスト面、技術面を含めて、確実に出力制御が可能であることということに関しては、

先ほど申し上げたように、有用性ということを重視して、出力規模の大きいものは専用回線、出

力規模の小さいものはインターネット回線という前提にしてございます。 

 それから２ポツ目、系統安定化のために、出力制御は必要最小限にすることということにつき

ましては、できるだけきめ細かな制御が可能なような部分制御、それから時間制御等を前提にし

ております。 

 さらに、10kW未満の、いわゆる住宅用と言われるものについては、発電全体を制御するのでは

なくて、余剰分、系統に流れる分だけに関して制御していくという考え方を入れております。 

 ３つ目は、情勢変化に対応する柔軟性ですが、これについては、これも今後、連系量が拡大し

ていった場合、環境が変化していった場合にも柔軟に対応できるという余地を残すという形を考

えてございます。あとは、先ほど申し上げたアグリゲータ等の参入等も視野に入れているという

ことでございます。 

 ４ポツ目、セキュリティの問題でございますが、この辺は一番非常に難しい問題だったわけで

すが、不正アクセスやデータ改ざん等へどう対応するかというところでございます。 

 最後に、共通仕様の問題につきましては、基本的に全電力会社さん、PCSメーカーを含めまし

て、技術仕様を全国共通にするという前提で議論させていただきました。 

 これに基づきまして、３ページ目以降、詳細な仕様についてご説明を申し上げます。 
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 先ほどの専用回線、それからインターネットの使い方でございます。 

① ところは、特高案件と言われる大規模なものについて、専用通信回線を使うという図でご

ざいます。これについては、双方向の通信がリアルタイムで可能ですので、既に発電監視

も組めたかなりきめ細かな出力制御、それからセキュリティ上も確保がされるという前提

でございます。 

 それから、②のところではインターネットでございますけれども、これについては、基本的に、

後ほど申し上げますが、セキュリティ面での考慮も含めて、電力のサーバのところに、ここの真

ん中にございます出力制御スケジュールと言われる制御日・時間、制御量を含んだデータを置い

ていただきまして、それを下位のほうからインターネットを通じて読み込みに行くというスタイ

ルを基本としております。この分解能でございますけれども、基本的には最大の場合30分に１回

書き換えが可能という前提になっておりますが、当初スタート時は運用の確認も含めて、１日１

回程度からスタートかというような議論がなされております。 

 それから、これの応用としまして、先ほどのアグリゲータを使った場合も想定しております。

③のところですが、基本的には、今申し上げた②の間に、配信事業者と呼ばれる方々が入って、

多数ある発電事業者を取りまとめて電力サーバにアクセスしていくというスタイルでございます。 

 最後に、どうしても通信回線が使えないという場合に、固定スケジュール、いわゆるローカル

カレンダーというものを個別にパワコンに読み込ませていく。これについては、リアルタイムの

書き換え等はできませんので、今のところ一年に一回程度のリライト、書き換えを想定している

ということでございます。 

 続きまして、パワコンの機能について５ページ目でございます。 

 パワコンについては、大きく広義のパワコンというところと、狭義のパワコンというところに

分かれております。狭義というのは通常のパワコン本体で、広義というのは、先ほどの出力制御、

それから通信を行う部分を含めた全体像を示しております。 

 この図のように、従来のパワコンのところに②出力制御ユニットのところを加え、さらに通信

モデムを介した通信線へ繋がるというような構成になってございます。これを基本といたしまし

て、全メーカーが開発に入るという前提でございます。 

 今日のところは、とりあえずこのPCSの狭義のところについては時間的な問題も含めて早急に

確定が必要ということでございます。ただ、わかりやすく申し上げますと、このパワコンはいか

ような指令が来ても、とにかく出力をコマンドに対して制御ができるという最低限の機能を③の

パワコン側に持たせておりまして、どのように制御するかといったような運用を含めた部分への

対応については、この②のところに置かれるということでございますので、その意味では、タイ
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ミング的に③を早急に決めて、②のところは、今後検討していただきます運用ルールにあわせて

ある程度の柔軟性が可能というふうに考えてございます。 

 ６ページ目でございますが、書き換えの仕組みでございます。 

 一番左端、スケジュールにＡ、Ｂ、Ｃという３つがございますが、「Ａ」のところは、先ほど

申し上げました、基本的に手で書き換えをしていく、通信を使わないというようなイメージでご

ざいます。何らかの形で年一回以上の更新をしていくということでございます。「Ｂ」のところ

が、基本的に通信を使って、先ほどの出力制御ユニットに対して定期的に出力制御のスケジュー

ルデータを読み込ませていくというような形にしております。制御率のところについては後ほど

申し上げますが。さらに、一番右端に、これに配信事業者が間に入った場合の構図を考えており

ます。 

 続きまして、７ページでございます。 

 制御のイメージでございますけれども、先ほど申し上げたように、日単位ではもちろんなく、

時間単位で必要な部分を、しかも、必要な分量だけ部分制御するということを前提にしておりま

す。 

 スケジュールの中には400日分（１年分＋１カ月）の出力データを持っておりまして、これを

30分単位、それから0～100まで定格出力に対して１％単位の分解能で制御していけるということ

を考えてございます。 

 ８ページ目でございます。 

 先ほどの余剰電力のところでありますけれども、基本的には、自家消費分は一切制御しないと

いうことで、連系点Ｃのところを起点といたしまして、ここが「0」になるように制御していく

ということでございます。「0」になるまでの間は制御はなし。「0」を超えて突き出しが出た場

合に、そこから制御が始まるというようなロジックになってございます。 

 続きまして、９ページでございます。 

 これをもとにいたしまして、電力会社が、例えば輪番制等を含めて、全てを一括して制御する

のではなく、グルーピングして制御する場合を踏まえたグループごとの制御ということをイメー

ジしております。 

 例えば、パターンＡでは、完全に停止する。パターンＢでは、例えば40％だけカットする。パ

ターンＣでは、一切制御しないといったような、それぞれグループごとに制御の仕方を変えた組

み合わせが可能なように幾つかのグルーピングをして、発電事業者さんにはIDを持っていただい

て、そのIDでどのグループに属するかを読み分けた上、本来の自分の属するグループのところの

スケジュールを読み込みに行くというような形を考えてございます。 
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 10ページ目でございます。 

 セキュリティの問題でございますけれども、今想定されるセキュリティが各通信各層に分かれ

てこのように想定をしております。一番上位の電力会社の電力サーバの部分、それから中間にあ

ります通信線、インターネットの部分、最後に発電事業者のパワーコンディショナーの部分と、

３つに分かれます。 

 これについて次の11ページ、それぞれにどういう考え方で対策をしていくかということでござ

いますけれども、まず、丸３つのところをご覧いただきたいと思いますが、まず、電力サーバと

のやりとりには、基本的に、もちろん本来リークとかハッキングとかがあってはならないのです

けども、万が一の場合を含めて電力サーバとのやりとりの中には、一切個人情報等の重要情報を

含めない。単に出力制御量という数値データだけを置くというようなデータに限るという考え方

をしております。 

 それから、出力制御スケジュールについては、年間設定、部分書き換え機能を含めたバックア

ップをしていくということにしております。 

 それから、もう一つ最後に、ここ一つ大きなところなんですが、特にインターネットを使う場

合に、外部からの侵入を防ぐために、必ずセッションの開始は、下位であるパワコン側からしか

開始しない。電力サーバ側からの上位のセッション開始はしないというような形をとっておりま

す。 

 そういったことを含めて、下位に電力サーバ、通信線、パワコンそれぞれにシステム上位のセ

キュリティ対策ということをこのように考えているということを考えてございます。 

 続きまして、12ページのところでございます。 

 先ほどからご説明したようなものがまとめられておりますけれども、（１）部分制御の３つ目、

契約容量への換算機能のところは何を言っているかといいますと、どの定格容量に対してパーセ

ンテージで制御をかけていくかという問題で、通常は大体認定容量というのは、例えばパワコン

が１MWでしたら、１MWの場合にパネルが1.2MWついている場合には１MWのほうになっているわけ

ですけれども、基本はこの１MWに対して制御をかけていくということになっているのですが、前

にパワコンのほうが1.2MWで、パネルのほうが１MWというケースがあります。その場合には、パ

ワコンの1.2倍にかけるとパネルに対しては非常に制御率が上がってしまうことになりますので、

これをカバーするために契約容量ベースというのとパワコン容量ベースという両方のデータを持

たせて、お互いに換算をさせることで、最後はパワコンの定格容量に直した制御率で運営をする

というようなロジックを入れております。 

 最後に、（３）のところで、パワコン等が通信故障をして、通信が異常になったり停止した場
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合には、５分間の時間を置きまして、それでも回復しない場合には、発電出力を停止するという

ようなゲートを設けております。 

 13ページ目でございます。 

 先ほどから申し上げたようなことをまとめさせていただいております。特に（６）のところで、

時計については、これ時計が狂いますと時間データも全て狂ってしまいますので、この時計の精

度を確保するというのは非常に重要、ないしは改ざんをされないということが重要ということで、

この３点の対策を打っております。特に通信機能がない場合には、この精度をどうやって確保す

るかということについて、サービス対応を含めたこういった考え方を前提にしているというとこ

ろでございます。 

 14ページ目でございます。 

 発電実績のトラックレコードについては、これは一応推奨仕様ということになっております。

これはこれからの運用のところによって議論が出てくると思いますけれども、発電実績というも

のがきちんと公開される、透明性を確保するという前提から、どういう形でログなりトラックレ

コードを保有するかということなのですが、この時点ではパワコン側に対しては推奨しようとい

うことでこのような考え方をしていただいているということでございます。 

 それから、15ページ目でございます。 

 これは、先ほど申し上げたパワコンとパネルの容量が異なった場合に対してどういう換算の仕

方をするのかの図を表させていただいております。 

 16ページでございます。 

 参考といたまして、ドイツの太陽光発電の出力抑制ということとの比較ということを最後２枚

つけさせていただいております。ドイツの場合は、2012年１月１日以降に運開する100kW以下の

太陽光発電については、100kW以上と同様に、出力制御用遠隔装置の設置が義務化されていると

いうことがわかっております。まだ詳しいことまで確認はできておりませんけども、本日の時点

ではこういった状況ということでご報告をいたします。 

 最後のページ、同じくENTSO-Eとの技術仕様の比較を載せさせていただいております。 

 基本的に、日本と欧州の要求は同レベルというふうに考えてございます。 

 以上、仕様につきましてのご説明です。ありがとうございました。 

○荻本座長 

 どうもありがとうございました。 

 質疑に入る前に１点私から質問なのですけれども、先ほど、PCS（狭義）というところは非常

に優先度が高いというご説明だったのですが、今非常にたくさんの技術的な説明がありましたが、
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このPCS（狭義）に直接かかわる項目というのは、技術仕様のどこになりますでしょうか。 

○太陽光発電協会・鈴木事務局長 

 本日の仕様内容は殆どが広義のPCSの部分の定義でございます。狭義のほうは、先ほど言いま

したように、ここで決まったものを受けて制御ができるようにソフトウエアを書き換えするとい

うだけでございますので、この中の詳細には直接は関係ございません。もしご意見があって、こ

このところが大きく変わったりしますと、それに応じてひょっとしたら狭義のパワコンに影響が

出るかどうかというのは考えないといけないケースもあるというだけでございます。現実に今の

ところは検討側としては狭義の仕様は殆ど固まったというふうに考えてございます。 

○荻本座長 

 私、理解違いだったら申しわけないのですが、狭義を早く設定したいというふうに言われたと

思って、であるとすれば、狭義の内容はどこを見ればよいかということなんですけど。 

○太陽光発電協会・鈴木事務局長 

 ちょっとこれはJEMAのほうから答えていただいたほうがいいと思うのですけど、何度も申し上

げますが、今日の資料の中には、基本的に狭義パワコンに直接関係するような仕様の提言はござ

いません。 

○日本電機工業会・馬渕分散型系統連系分科会委員 

 日本電機工業会のほうから説明させていただきます。 

 本資料の12ページのところをご覧いただきたいのですが、出力増減のステップ量、このあたり

が一つありますのと、制御分解能、１％単位での制御というものがございます。 

 あとは、（２）逆潮流の防止精度、これ自体の制御機能を設けるということと、一番下、

（３）の通信異常、５分以内の通信という、大まかにこの12ページの仕様が該当します。 

○荻本座長 

 どうもありがとうございました。狭義ということでご説明いただきました。 

 それでは、ただいまのご説明に関しましてご質問、ご意見をいただきたいと思います。 

○馬場委員 

 ご説明ありがとうございました。非常に短い時間の中で、現状の技術でどこまでできるのかと

いうのは最大限盛り込んで検討していただいたと思っており、現状は非常に状況が逼迫している

ようなところに対しては、まずはこのような形でやるというのはいいのではないかと思います。

ただ、私、幾つか確認したいことがありまして、まず最初に、荻本座長のほうからもありました

狭義のPCSの仕様というところであります。 

 今、12ページのところで出力、それから逆潮流防止、PCSの通信故障の話というのは一応技術
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仕様として挙げられていると思うのですけども、結局、PCSというのは、系統電圧に対して電流

の移送と振幅という２つの自由度がある、それを制御していくことになると思います。今は、例

えば無効電力についてはゼロ、要するに力率１というようなことで制御をしている。場合によっ

てはちょっと違うのかもしれませんけど、その辺のところというものも考えると、今のところ大

きくは有効電力のそういった仕様しかないのかな。将来的には、もしかすると、そっちの無効電

力のほうの制御というようなことも入れられると、例えば、よく研究者の間でやられているのは、

無効電力を使って電圧をコントロールするだとか、そういったようなこともあるかと思いますの

で、ぜひその辺のところも考えた形の仕様にしていただけると、将来的な拡張性というのは上が

ってくるのではないかなというのが１点。 

 それから、12ページ目の（３）のところで、通信故障したときに、これは通信が異常というよ

うなことは、もしかしてサーバが止まってしまった場合も、これは５分以内で発電を停止するの

かというようなことを確認させていただきたかったと思います。 

 と申しますのは、例えば、通信のほうの不正のやり方というのにDOS攻撃というものがあって、

結局、思い切りパケットをサーバのほうに流してしまってサーバをダウンさせるとか、通信をす

ごく阻害させるようなことがあったときに、一斉にそれが30分でとってこられなくなって、それ

が通信異常となった場合に、一斉にこれ太陽光発電がダウンするというのは非常に危険な状況か

もしれないなというふうに思いますので、その辺のところがどうなのかなというのを確認させて

いただきたかったところです。 

 それから、この資料全体についてなんですけども、１つは、３ページ目、４ページ目のところ

で、想定される出力制御の概要というようなところで、①、②、③、④と４種類と想定をしてい

ただいたということでありますが、後で一応技術仕様ということで統一した機能をつけようとい

うことでご説明いただいたと思うのですが、最初、高圧より高いところで連系するPCSについて

は、これは専用回線を使って双方向通信をやるというようなことでご説明があったのかなと思い

まして、それと、後のほうの５ページ目以降の出力制御機能付PCSの構成というのが、これがど

ういう関係になっているのかなと。すなわち、中容量、大容量のものについても、５ページ目以

降のような形にするのか、それとも、３ページの①にあるような、それぞれ個別に制御をやって

いくのかということを確認させていただきたないというふうに思います。 

 それから、ちょっと前後して申しわけないのですけども、５ページ目のところで、出力制御ユ

ニットとPCS（狭義）に分けろと言ったのは多分私だと思いますけど、その辺の意見を取り入れ

ていただいてありがたいなというふうに思いました。 

 例えば、通信のところ、セキュリティを担保する上で、SSLを使った通信とかというようなこ
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とを今考えられているということですけども、たまにSSLについても、SSLv3が昨年末、実装か何

かの問題で脆弱性があるというようなことがあったりなんかして、それで、それはなるべく使わ

ないようにしようというようなこともあったと思いますので、その辺はぜひPCSの中身を変える

んじゃなくて、通信ユニットのほうとかでうまく対処できるようにしたほうが柔軟性があるかな

と思いますので、そうしていただければなと思うんですけども、結局、セキュリティを考えると、

今のところはPCSのほうからのポーリングというような形の制御になっていて、現状だとイベン

トドリブンというような形の制御というのはちょっと難しいのかなと思いますが、将来的にそう

いったイベントドリブン的なもの、例えば系統側のほうが負荷が思い切り遮断してしまったとき

に、ちょっと出力を制御してくださいみたいなことができるような、そういったようなことがで

きるときにも対応できるような狭義のPCSと、それから出力制御ユニットの間の通信規格という

のを決めていただければなというふうに思います。 

 この点に関して１点ちょっと質問があるのですけども、これ、出力制御ユニットと狭義のPCS

というのは、これは全然別のメーカーのものでも使えるような規格にするという理解でよろしい

のかなということについて確認をさせていただきたいなというふうに思いました。 

 以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。かなり技術的ご指摘、ご意見をいただいていますが、もし関連のある

ご意見、ご質問があればあわせていただきたい。どうぞ。 

○大山委員 

 技術的な話は今、馬場委員のほうからあったとおりでいいと思うのですけども、１点だけ、や

はりこういうものをつくるときは国際標準が一番大事だと思うので、その辺との関係というもの

が、実はあまり書かれていないかなと思いますので、そこに留意して進めていただきたい。特に

狭義のほうというのは、狭義に要求される仕様と、それから狭義と通信ユニットでしたっけ、と

の間の通信プロトコルとか、どういうふうに信号をやりとりするかというあたりはかなり国際的

なことも意識しなきゃいけないかなと。制御するほうの話はかなり系統の状況によりますので、

そちらのほうはなかなか難しいところがあると思うのですけれども、狭義に関するところは、や

はり国際標準をかなりもっと意識してほしいなという気がいたします。 

○荻本座長 

 それでは、この段階で一旦、馬場先生と大山先生からのご指摘、ご意見に関してお答えいただ

ければ。 

○日本電機工業会・馬渕分散型系統連系分科会委員 
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 まず、一番最初にご指摘のありました狭義のパワーコンディショナーの振幅と移送で、特に移

送が無効電力の取扱いについての検討状況ですが、まず17ページの表を見ていただきたいのです

が、今回の説明に当たりますのは、色のつけられた出力設定機能に当たります。この部分は、ご

説明のありました有効電力の指令になりますが、無効電力での制御といいますものは、電圧安定

性、AVR機能がまず１点ございます。この中にも、まだ固定の力率設定というものが、今回のも

のとは別で系統連系の規定の中で検討しておりますので、こちらも国際的な動向と同じような形

で、別の場で議論がされております。 

 続きまして、12ページの（３）の５分間の通信異常、これがどこの通信異常を示すものかとい

う確認ですが、こちらは広義のPCS内の装置内の通信を意図しております。出力制御ユニットと

狭義のPCS間が通信で接続された場合に、こちらが途絶されますと制御がきかなくなるので、こ

この定義として５分以内という形をとっております。 

 インターネット側の通信途絶に関しましては、固定のスケジュール機能というものがございま

して、まずはインターネットからのスケジュールが受信できない場合は、固定のスケジュール側

を事前にバックアップとして持っておりまして、こちらのほうで運用を続ける。この固定のスケ

ジュールのデータ自体も400日分あるのですが、これのデータもなくなった場合に初めて発電が

停止するという形のバックアップ体制をとっております。これによってインターネット側の攻撃

は相当量の日程はカバーできるということを考えております。 

 続きまして、３ページ、４ページにございます専用線通信と高圧連系、低圧連系の比較的規模

の小さいものの通信方式が、やり方が同じかどうかということのご質問があったかと思います。 

 ①の専用線は、規模の大きな発電事業者に対して採用されるもので、こちらは専用線通信で、

比較的数の多い低出力なものに関しましては、インターネット回線を使うという形で、専用線を

使うということは、今のところ合理性の観点からは考えておりません。 

 通信の方式としましても、専用回線では双方向通信が必要と考えておりまして、規模の小さい

ものでは、まずは下位からのポーリングで動かせるということを考えております。 

 SSL通信の安全性などの問題に関しましては、今後、出力制御ユニット側の通信方式を決定し

ていく中で反映させていただければと思っております。 

 あと、出力制御ユニットと狭義のPCSのメーカー違いの組み合わせができるかということにな

りますが、主に家庭用のメーカーは比較的同じメーカーでつくられる事例が多うございまして、

産業用では複数の、出力制御ユニットは別メーカーというタイプがございます。これらは、まず

違うメーカー同士であっても、広義のPCSの要件を満たせる限りは別メーカーで動くという形に

なります。内部の通信の規格統一などに関しましては、今後整備が必要であれば検討させていた
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だければと思っております。 

 国際標準に関しましても、これらの通信方式を検討する中で、世の中の動向を見ながら合わさ

せていただければと思っております。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。 

 では、どうぞ。 

○馬場委員 

 どうもご回答ありがとうございました。 

 最後に１点だけ、しつこいようなのですけども、この高圧連系以上のやつの双方向のやつは、

ここの中の規格ではなく、別個通信のプロトコルを決めていくというような理解でよろしいので

しょうか。 

○日本電機工業会・馬渕分散型系統連系分科会委員 

 特別高圧に使われる専用線の通信方式については、今のところ、こちらは明確にどこの場で議

論されるというのは決まっておりませんけど、この場、広義のPCSの中ではないように思ってお

ります。 

○馬場委員 

 ありがとうございました。すなわち、これから広範に大量に汎用品みたいなものが広がるもの

について規格をしたということでよろしいですね。 

○日本電機工業会・馬渕分散型系統連系分科会委員 

 はい、そのように理解しております。 

○江澤新エネルギー対策調整官 

 ちょっと確認ですが、５ページ以降の説明というのは、特高の説明は除いているという理解で

いいですよね。 

○日本電機工業会・馬渕分散型系統連系分科会委員 

 ５ページ以降はそうなります。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。 

 では、松村委員。 

○松村委員 

 プレゼンに対する質問じゃないのですが、この９ページ、あるいは他のところでも出てきてい

る部分制御に関してです。今日後半にお話しいただく算定に際して、部分制御は入っているのか
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どうか。多分部分制御は考えていないと思うのですが、もし考えておられるなら、その旨一言お

願いできますか。プレゼンのときに。 

 それから、部分制御のときに360時間ルールだとすると、これはどうカウントするのでしょう

か。つまり、ちょっとでも出力を制御したときには１時間とカウントするのか、能力に対して半

分に抑制したのなら、１時間×0.5という格好でやるのか。さらにキャパシティじゃなくて、実

際に予想される発電量との比でその比率というのを決めるのか。これをどうお考えになっている

のか、教えて下さい。 

 それからもう一つ。特高に接続しているところならまだ想像はつくのですが、比較的小さなと

ころで部分制御でやるメリットはどういう局面のときに生じるのでしょうか。下げ代というだけ

だったら、２基を50％で抑制するのと、１基を100％絞るのでは変わらないですよね。他の、電

圧だとかそういう問題があるのだとするとまだ想像はつくのですが、部分制御は太陽光の場合、

どういう局面で使われるのでしょうか。 

○江澤新エネルギー対策調整官 

 まず、部分制御である場合の360時間といった、そういうものに対する適用なのですけども、

ここは、むしろ360時間とか30日について部分抑制をすることは各社運用としてあまり考えてい

なくて、後で東北電力、九州電力で出てくると思うのですけれども、出力制御の無制限の指定電

気事業者の下であれば、あまり何時間やったとか何日やったとかということを気にする必要がな

いので、よりきめ細かにできるということで発想として東北と九州には入っているのかなと思い

ましたけども、後ほど説明があると思いますけども、部分制御のほうがきめ細かにできるという

ことでそういった発想が入ってきます。 

 360時間について適用した場合、例えば、半量だったら半量というような解釈のしようもある

と思うのですけど、今のところ、１時間抑制をかけたら１時間ということでカウント、それ以上

に、一体どれだけロスをしたのかということはなかなか判定が難しいという課題もございまして、

今のところは、より柔軟にできる部分については、なるべく部分抑制で対応するというようなこ

とをお考えでございます。ただ、それはもうちょっときめ細かにやるためには、ルール変更をし

てカウントの仕方を考えていくという対応は今後あり得ると思います。 

 以上でございます。 

○松村委員 

 ということは、基本的には指定電気事業者以外は、この部分制御というのは想定していないに

もかかわらず、全ての事業者にこれができるようなものを取り付けるということなのですね。 

○江澤新エネルギー対策調整官 



 22

 部分制御は、0～100％まで出力を変えるので、例えば、住宅用については、その機能がないと

余剰分だけカットするということはできないので、その部分については必要になると思います。

その他については、今後さらにきめ細かにやる機能としては、そういうものを具備しておいたほ

うがいいということかと思います。物すごくその制御をやることによって、オン・オフに比べて

すごくコストアップになってしまうのだということになるとまた違うと思うのですけれども、基

本的にそんなようなこともないというふうに考えております。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、岩船委員。 

○岩船委員 

 ありがとうございます。先ほど国際標準という話があったと思うのですけど、ご回答は結構さ

らっといかれたなと思って、もう少しそこをぜひお伺いしたいなと思ったんですけど。例えば、

オープンADRみたいなものが検討されているのとどう絡んでくるのかですとか、そもそも今ドイ

ツで抑制装置の義務付けの話は16ページでいただいたのですけれども、具体的にどうやって通信

しているのかとか、アメリカ等ではどうなのかとか、そういったところを少し見ないで、本当に

この方法でいくと決めてやってしまうと、それで本当に、それは日本だけという可能性はないの

かとか、そういったところが少し気になるんですけれども、いかがでしょうか。 

○日本電機工業会・馬渕分散型系統連系分科会委員 

 先ほどの16ページの資料なども詳細がまだ把握できていないという説明がありましたが、ドイ

ツよりはより細かな制御が今回のものができるので、系統の運用上は、より柔軟な対応ができる

ような形になっております。 

 通信方式に関しましては、もう少し調査の必要があるかなとは思います。 

 オープンADRに関しましても、どのような領域で使われているかという領域の話もあるかと思

いますので、こういうものも動向を見ながら検討をしていくべきかなと思っております。 

○岩船委員 

 ということは、今日資料で上がってきているのは決定ではない。何て言うのですかね、この資

料に示されている方法の位置づけというのはどうなるのでしょうか。これからもまたどんどん変

わる可能性があるのか、それともある程度これでやっていくのか、どこまでがこのワーキンググ

ループで決めてしまうことなのかというのがちょっと気になるのです。 

○太陽光発電協会・鈴木事務局長 

 ありがとうございます。すみません、先ほど荻本先生の質問を取り違えておりましたけれども、
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まず、業界として急いでおりますのは、先ほど日本電気工業会のほうからご説明があった12ペー

ジのところの、ここはこういう分解能だとか、こういう思想で問題がないかということをまずご

確認をいただきたいなと。そうしますと、一番急いでおります狭義のパワコン部分については、

もう各社開発、既に着手をしているところもありますし、始められるし、それから４月１日から

ルール上変更があるということに対する対応が可能になるということでございます。 

 ただ、今、ここも実際には広義の、先ほどの指標のところにも関係しているわけなのですけれ

ども、ここをまずとりあえず12ページが決まりましたら、それ以外の広義のパワコンの部分につ

いては、それに基づいて、基本的な例えばストラクチャですよね、インターネットを使ってはい

けないとかそういう話になってきますと、またちょっと大きなブレがあると思うのですけれども、

今おっしゃったような範疇がどこまで影響を与えるかというのは、議論次第でわからない部分が

ございます。ただ、とりあえず今日の段階では、整理いたしますと、ここの12ページのところは

ご確認をいただきたいな。それ以外のところは、案という形で、現在進行中の案という形でお捉

えいただければいいのかなというふうに思ってございます。 

○荻本座長 

 すみません。そうしますと、もう一回確認ですけれども、狭義のところに言及しているのは、

（１）の制御分解能、（２）の逆潮流防止、（３）PCS（狭義）、この３点ということでよろし

いですか。 

○日本電機工業会・馬渕分散型系統連系分科会委員 

 狭義はそうです。 

○荻本座長 

 わかりました。どうぞ。 

○馬場委員 

 その国際標準のことなのですけども、PCSそのものの国際標準と、それからEMSに関するところ

の国際標準というのは切り分けて考えたほうがいいんではないかなと。だから、PCSそのものの

国際標準とかというといろいろどういうところになるかというと、例えば、最後のところとかに

ある、こことはちょっと関係ないかもしれませんけど、周波数上昇とか低下とかFRTだとかLVRT

とか、それから高調波とか、そういったようなところの国際標準であって、EMSというパターン

をどうコントロールしていくのかというところとは、それはちょっと切り離して考えたほうがい

いのではないかというふうに思います。だから、そちらのほうの国際標準というのは、今日本で

も、例えばフレヤジーとかそういったようなところを使って標準のやつをうまくやっていこうと

いう話が出てきていると思うので、そちらのほうはいいのかな。ただ、EMSのほうの国際標準と
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いうのは、今もオープンADRの話がありましたけども、それが本当に100％オープンADRになるの

かというと、ほかの対抗馬とかいろいろなものがあるので、その辺は十分に変えていけるように

したほうがいいと。そういった意味もあって、私は狭義のPCSと出力制御ユニットというものは

分けておいて、将来的に、もし通信方式も変わるかもしれないので、それは柔軟に対応できるよ

うにしたほうがいいのではないかということで分けていただくというほうがいいのではないかと

いうことで、そういった意味では、PCSそのものの国際標準、それからEMSの国際標準というのは

分けて考えたほうがいいのではないかと思います。 

○荻本座長 

 それでは、若干時間が押している状態ですので、もう一回確認なのですが、狭義のPCSという

ことについては、先ほどの３点が決めていただければ、業界としてこれから進めていけるという

ところまでは、ここの資料の範囲はご了解いただいたと、そこまではよろしいですか。 

 それでは、次へまいりたいと思います。 

 次の資料３についてご説明をお願いいたします。 

○九州電力・山科電力輸送本部長 

 九州電力の山科でございます。 

 資料３に基づいて説明させていただきます。 

 まずは表紙でございます。出力制御見通しの算定結果についてということで、（中間報告）と

させていただいております。今回まだ算定中のものがございまして、一部の報告とさせていただ

きたいというふうに思っております。残りの算定中のものにつきましては、次回の系統ワーキン

グにて報告させていただきたいと思います。 

 開けていただいて、まず１ページ目、目次でございます。 

 ご覧のとおりの内容で報告させていただきたいと思います。 

 ２ページ目、背景・必要性でございますが、これについては、前回のワーキングの中で説明し

た資料と同じなので、省略させていただきたいと思います。 

 ３ページ目、検討範囲の考え方でございますが、これについても、前回と同様なのですけれど

も、当社の場合は、既に太陽光の接続可能量が30日ルールの事業者で一杯になってございますの

で、360時間ルール対象の事業者がいないということを踏まえまして基本的な考え方を整理する

とともに、出力制御見通しについて試算を行うということで整理をしたいというふうに考えてご

ざいます。 

 ４ページ目が、現状の申込みの状況でございますが、これは１月末現在に最新にアップデート

してございまして、指定ルールの条件での接続契約申込みが507万kW、接続検討申込みの方が600
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万kWという状況でございまして、旧ルールの方が、承諾済、接続済を含めて、今818万kWという

形で、接続可能量を少し上回る形での状況という形になっているということでございます。 

 開けていただいて５ページ目になります。出力制御方法でございます。 

 出力制御方法についても、前回の系統ワーキングの中でご説明しました内容でございますので、

簡単に説明させていただきます。 

 まず、接続量に応じた出力制御方法の設定ということでございまして、接続量が接続可能量を

超えるまでの間、そこについては全体として出力制御日数は30日以内という形になりますので、

そこの部分については、ケース１として出力制御方法を考え、そして、接続量が接続可能量を超

えると、全体として出力制御日数は30日を超過することになりますので、その段階でまた出力制

御方法を別途設定するという形で、２つのケースに分けて設定を考えるということでございます。 

 次の６ページ目、ケース１の出力制御日数が30日に達するまでの制御の基本的な考え方でござ

いますけれども、１つ目の○のところで、旧ルールと指定ルール事業者間の公平性確保の観点か

ら、両事業者を区別せずに、制御が必要な日毎に出力制御対象事業者を逐次交替する制御方法に

より、年度単位で、両事業者の制御日数が同等となるように調整を行いたいというふうに考えて

ございます。 

 それから、10kW未満の住宅用の太陽光につきましては、省令改正の趣旨を踏まえまして、10kW

以上太陽光の出力制御を行った上で実施するという形にしたいと考えてございます。 

 それから風力につきましては、接続可能量算定の前提としまして、太陽光と同様に、年間30日

間の出力制御を考慮していることを踏まえまして、太陽光との公平性確保の観点から、制御日数

が年度単位で太陽光と同等となるように調整を行うという形にしたいというふうに考えてござい

ます。 

 具体的な出力制御方法については、そこの下にありますように、旧ルール事業者と指定ルール

事業者を区別せずに、逐次交替していくやり方で年間を通して運用していくという形で考えてご

ざいます。 

 最後のパラグラフがございますけれども、出力制御システムが整備され、きめ細かな出力制御

が可能となった時点で、出力制御を必要な時間限定して制限を行う制御方法に移行するというこ

とで考えてございまして、移行までは、旧ルール・指定ルール事業者ともに、日単位で出力制御

を実施するということで進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 それから、次のページで出力制御対象全ての事業者の年間出力制御日数が30日に到達した以降

ということで、接続量が接続可能量を超過した場合のケース２の場合でございます。 

 太陽光出力制御の基本的考え方としましては、１つ目のパラグラフにございますように、旧ル
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ール事業者に対しまして、指定ルール事業者の制御日数が大きく増加しないよう、出力制御は、

年度単位で、旧ルール事業者の制御日数上限30日を最大限活用することを基本としたいというふ

うに考えてございます。 

 その実施に当たりましては、年度当初は、接続可能量算定における出力制御の考え方に基づく

必要制御量の配分によりまして、旧ルール事業者と指定ルール事業者の出力制御を進めまして、

年度末に向けて、旧ルール事業者の出力制御量を30日いっぱいとなるように調整を行うという形

で進ませていただく。 

 10kW未満の太陽光（住宅用）の出力制御につきましては、先ほどと同じように、省令改正の趣

旨を踏まえまして、10kW以上太陽光の出力制御を行った上で実施するということで進めさせてい

ただきたいというふうに思っております。 

 風力の取扱いにつきましても、太陽光の旧ルール事業者の取扱いに準じるということで、接続

可能量の中で織り込んでいます考え方に基づいて対応していきたいというふうに考えてございま

す。 

 具体的な出力制御方法、８ページ目になりますけれども、出力制御の要否・量につきましては、

天気、需要等に左右されますので、年間を通じて、旧ルール事業者の制御量を確保し、制御可能

量不足とならないように、旧ルール事業者及び指定ルール事業者の出力制御につきましては、接

続可能量算定の考え方に基づいて出力制御を進め、年間で旧ルール事業者の出力制御が30日いっ

ぱいとなるように年度末調整するという形で進めさせていただく。 

 ①、その下のケースにございますように、30日に未達の場合のケース１の場合の方法と同じよ

うに、旧ルール事業者の指定ルール事業者を順次交替して制御した場合には、最終的に年度末に

なりまして、旧ルール事業者の方の制御量が不足するということで、キロワットの不足が生じて

しまうということでございます。 

 ②にございますように、接続可能量算定の考え方に基づき出力制御した場合には、実施ベース

の出力制御が可能になった場合には、旧ルール事業者側の制御量が30日に未達になる可能性があ

るということがございまして、③番目にありますように、年度当初は②に準じて出力制御を進め

て、年度末に向けて旧ルール事業者の出力制御量が30日いっぱいとなるように調整をするという

形で進ませていただくということでございます。 

 ９ページ目に行きまして、具体的な制御方法でございますけれども、年度当初につきましては、

旧ルール事業者につきましては、日ごとに必要量を１回目、２回目、３回目という形でそれぞれ

分断していく。指定ルール事業者の方については、旧ルール事業者の方が制御が必要な場合には

必ず出力制御をするという形になりますけれども、例えば指定ルール事業者の方だけが停止が必
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要な場合については、その右のグラフのように、制御量が少ない場合については、指定ルール事

業者の一部のみを制御するということで、その際には、低圧の住宅用太陽光発電は出力制御をし

ないで優先的に考えていくという形で対応したい。 

 年度末に向けた出力制御につきましては、基本的には、年度当初は、旧ルールの方が止まる場

合には、指定ルールの方は全て止めるわけですけれども、逆に、指定ルールの方を一部にして、

旧ルールの方を優先的に止めていくということで出力制御をしていくということで調整をしてい

くということで考えたいということでございます。 

 その右のほうにございます一律制御と書いてございますのが、先ほどPCSの話の中でございま

した部分制御というものを取り入れたところでございまして、部分制御の場合につきましては、

指定ルールの事業者の方を調整する場合に、対象となる方を一斉に同じようなパターンで部分的

に何％という形で止めることができますので、逆に指定ルールの対象の方については、輪番とい

うよりも、一遍に公平性を保てるという形で基本的には一律制御、このやり方でやることを施行

していきたいというふうに考えております。 

 10ページ目に行きます。出力制御見通しの算定ということでございます。 

 出力制御見通し算定の考え方をまとめてございます。 

 出力制御見通しの算定に当たりましては、理論上の指標としまして、太陽光・風力の出力を日

射量実績などに基づきまして事後的に評価したものと、実運用時の尤度をある程度考慮した太陽

光・風力の出力想定（合成２σ方式）によるものの２ケースを算定したいというふうに考えてご

ざいます。 

 算定に当たりましては、旧ルールと指定ルール事業者間の公平性確保の観点から、旧ルール事

業者に対しまして、指定ルール事業者の制御日数を大きく増加しないよう、旧ルール事業者の制

御日数上限30日を最大限活用することを前提に検討したいというふうに考えてございます。 

 算定ケースとしては、ケース①、日射量実績に基づく出力実績を元に算定する場合。実績ベー

ス方式としてございます。 

 ケース②の場合、接続可能量算定時の太陽光・風力の出力想定を元に算定する場合を合成２σ

方式として記載をしてございます。 

 算定方法でございますが、11ページ目になります。 

 ケース①の実績ベースの場合。 

 まず、旧ルール事業者の出力制御日数を仮に算定します。2013年度の場合は16日という形の算

定になってございます。接続可能量を超えて、追加して接続される指定ルール事業者の接続量に

対応する出力制御日数を仮算定した上で、旧ルール事業者の制御日数の出力制御日数の上限30日
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を全て活用できるように、2013年の場合、その余力分があと14日分ございますので、その分を指

定ルール事業者の出力制御日数から振り替えるという形で算定するということでございます。 

 それからケース２につきまして、合成２σの場合につきましても、接続可能量を超えて追加し

て接続される指定ルール事業者の接続量に対応する出力日数を算定するということで、下の絵の

ところにございますように、まずは再エネ出力制御、赤のところがございますけれども、これは

接続可能量分のところの出力制御が必要なところでございます。 

 それからさらに例えば300万kWを追加した場合を書いてございますが、緑の部分、その分がさ

らに追加されて、赤の部分よりも数多く出力制御が必要な形になってございます。そういった形

で緑の部分の日数を算定して出しているということでございます。 

 続きまして、14ページ目、出力制御見通しの算定結果ということでございます。当社につきま

しては、遠隔による出力制御システムの導入後には、時間単位の出力制御によるきめ細かな出力

制御、一律制御を行いますけれども、出力制御システムが整備されるまでの間に指定ルール対象

事業者に対しまして、出力制御を行わざるを得ない場合につきましては、日単位の出力制御を行

うということで考えてございます。 

 このため当社に関しましては、出力制御の算定につきましては、下の表の４通りがあると考え

てございまして、算定中の出力制御の見通しについては、次回の系統ワーキングの中で説明させ

ていただきたいと思います。 

 算定中のものというのは、時間単位の出力制御を行った場合の見通しにつきましては、実績ベ

ース方式、合成２σ方式、両方とも算定をさせていただいているところでございまして、今回報

告いたしますその下の出力制御システムが整備されるまでの間に、指定ルール対象事業者に日単

位の出力制御を行う場合の見通しということで算定してございます。 

 すみません。この中で表記ミスがございまして、合成２σ方式の中の算定中と書いているもの、

①’と書いてございますのが②としていただきたいというふうに思います。それから実績ベース

方式のところの②としているところ、これを①’というふうに修正をお願いいたします。申しわ

けございません。 

 それでは、その次のページになります。 

 参考として書いてございますが、交替制御による出力制御見通しということで、①’のケース

でございます。出力制御システムが整備されるまでの間に、出力制御が必要となった場合の対応

ということでございます。出力制御システムが整備され、きめ細かな出力制御が可能となるまで

に、指定ルール事業者に対しましては、出力制御が必要な日ごとに、交替して出力制御、日の出

から日没に行う効果的な運用、交替制御を実施するということで考えてございます。 
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 当日の時間ごとの天気、日射量が、前日の天気予報・日射量予測どおりとなった場合を前提と

しまして、理論値としての出力制御見通しは以下のとおりということで、実績ベース方式で算定

したものを下の表に書いてございます。 

 一番上の欄のところが2013年度、その下に行くに従いまして2012年度、2011年度という形にな

ってございまして、最小需要が788万kWから827万kW、830万kWという形で需要が増えていく形を

見せてございます。 

 2013年のところをまず見ていただくと+100万kW、+200万kW、＋300万kWと３ケースを検討して

ございまして、それぞれ制御日数が35日、70日、94日という形で増えているという形になってご

ざいます。 

 括弧の中にございますのが旧ルール事業者の出力制御日数でございまして、2013年度の場合は

30日をフル使っているという状況でございます。その際の出力制御率につきましては、その下に

ございますように、+100万kWで16％、+200万kWで28％、+300万kWで36％という算定でございます。 

 一方で、2012年の最小需要、需要が増えた場合のところ、+100万kWで見ていただきますと、

2013年が16％に対しまして、2012年度が８％、2011年度が６％という形で需要が増えていくに従

って制御率が下がっていくという状況になるということが見て取れると思います。 

 下の※１のところに書いてございますように、この実績に基づく試算につきましては、事後的

な評価という形になりますので、実際の制御日数というのが必ずしもこのような形になるもので

はないということは、注意いただきたいというふうに考えてございます。 

 それからその次の16ページのところになります。 

 交替制御による出力制御見通しの中で、②のところの部分になりまして、先ほどの合成２σの

方式の算定の部分でございます。これの分の表を見ていただきますと、旧ルール事業者の場合は

30日、九州全体では92日という形で出力制御率が10％ということでございますが、追加接続量

100万、200万、300万になるに従いまして、出力制御日数が指定ルールの方は117日、139日、165

日という形になりまして、出力制御率が39％、45％、52％という形になるという試算でございま

す。 

 それから次のページ、出力制御日数のバンキングという形で、少しバンキングの効果をまとめ

てございます。 

 出力制御の要否・量につきましては、天気、需要などに左右されますから、年間で旧ルール事

業者の出力制御が30日いっぱいとなるように、毎年度完全に調整するということは非常に実運用

では困難であると考えてございます。このため結果的に、ある年度に出力制御日数が未達になっ

たというふうにしましても、翌年度以降での調整を可能とすることが望まれるということで、一
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つの事例としまして、指定ルール事業者の接続量が+100万kWのケースにおきまして、旧ルール事

業者の出力制御日数を30日いっぱい活用する調整ができた場合と、25日にとどまった場合を算定

してございます。 

 そうしますと旧ルール事業者の１事業者当たりマイナス５日分の出力制御量を、指定ルール事

業者で補完するという形になりまして、指定ルール事業者の１事業者当たりの出力制御日数とい

うのが、20日程度の増という形になりますので、バンキングの有効性というのは認められるとい

うふうに考えてございます。 

 18ページ目に交替制御による先ほどの試算例というものを記載してございまして、上のほうが

旧ルール事業者、30日いっぱい使った場合、下のほうが旧ルール事業者、25日でとどまった場合

という形でございます。 

 その際の指定ルール事業者の制御日数というのが、30日フル活用した場合には35日という形で

とどまるのですけれども、25日で旧ルール事業者の制御日数がとどまった場合には53日という形

で18日増える。出力制御日数も７ポイント増えるという計算になってございます。 

 ということでバンキングについては有効性があるというふうに判断してございます。ただ、そ

の下に書いてございますように、実施に当たりましては、法令解釈の検討、手当てなどが求めら

れるということで、今後、国と連携の上、実現性を見きわめる必要があるというふうに考えてお

ります。 

 その次のページが太陽光の出力予測のところ、参考で載せてございます。これは前回も説明い

たしておりますので、これについては省略させていただきます。 

 その次のページ、太陽光の出力制御システムにつきましては、一律制御のイメージと交替制御

のイメージを書いてございます。一律制御のほう、これについては出力制御が多い日については

全ての事業者、同じような制御パターンで制御する。出力制御が少ない日も、少な目で対象の事

業者全て一様に制御するという形で、公平性が保たれるのではないかというふうに考えてござい

ます。 

 交替制御の場合は、必要量分だけの対象事業者を全てとめていくという形になって、繰り返し

ていくという形になりますというところでございます。 

 九州からは以上でございます。 

○荻本座長 

 どうもありがとうございました。 

 毎回の進行と同じですけれども、まず九州さんの事例に関しまして、質疑を行っていただきま

して、その後、その他の会社さんの議論にまいります。 
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 それではただいまのご説明に関しまして、ご質問、ご意見ありましたらお願いいたします。馬

場先生。 

○馬場委員 

 どうもご説明ありがとうございました。 

 非常に簡単な質問なのですけれども、18枚目のスライドのところで、出力制御日数25日にした

場合と30日を使った場合と計算されているわけなのですけれども、旧ルールの事業者の出力制御

日数、これは25日切ってしまったというイメージですよね。そういった場合に、場合によっては

もう最後の最後で、指定ルールの事業者を全て止めても制御しきれないような状況ということが

多分にあるのではないかなということなのですけれども、この場合+100万kWの場合はうまくいっ

て、+200万kWとかになると、もうそれはできなくなってしまうのかどうかということだけ確認さ

せていただきたい。 

○九州電力・山科電力輸送本部長 

 実際に、実績に基づいたような形で出力制御が仕上がっていけば、旧ルール事業者の方の必要

制御日数というのは少な目にできますので、要は日射量の予測とかが、かなり精度が上がってく

れば、こういった形での制御は可能になってくるというふうには思っております。 

 ただ実際にそこの制御がなかなか未達の場合では、30日を25日にするというのはなかなか難し

いところはあるのではないか。kWが足りなくなってくると思います。 

○馬場委員 

 ありがとうございます。 

○荻本座長 

 どうもありがとうございます。 

 ほかいかがでしょうか。大山先生。 

○大山委員 

 これも確認だけなのですけれども、まず+100万kW、+200万kW、+300万kWという３通り計算され

ていると思いますが、+100万kWのときというのは、もちろん何日か減ります。その後でほかの人

が入ってきて+200万kWあった場合は、先に入ってきても含め200万kW全部をこういう形に制御す

るということで、理解でよろしいですよね。 

○九州電力・山科電力輸送本部長 

 内容はそのとおりで、指定ルール事業者が入った場合が+100万kW、それがさらに追加されて、

+200万kWになった場合には、その前に入った100万kWの方も含めて、この200万kWの方の数字にな

るということでございます。 
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○大山委員 

 ありがとうございます。 

 あともう一つですけれども、９ページのところで、年度当初の出力制御ということで、指定ル

ール事業者の一番左のところです。毎回全部止めているという図になっているのですが、これは

住宅用も含めて止まっているのですけれども、そういう場合もあるということで、制御量が少な

ければ住宅では止まらないし、指定ルール条件下の設備容量の大きい設備も交替のこともあり得

るということでよろしいでしょうか。 

 この年度当初の出力制御の図を見ると、指定事業者が毎回止めますよということになっていま

すけれども、これって30日ルールでやった人がかなり止まってくれれば、全て止める必要がない

場合もあると思うので、これはこういうこともあり得るということを書いた図という理解でよろ

しいですか。 

○九州電力・山科電力輸送本部長 

 年度当初につきましては、まず旧ルールの方が止まった場合には、指定ルールの方を止めてい

ただいて、ある程度、実績ベースの出力制御ができていると判断した時点で、右のほうの出力制

御のほうに移行していこうというふうに考えてございまして、そうなると旧ルール事業者の方が

止める必要があっても、指定ルールの方は全て止める必要がなくなるということで、そういった

形での移行をしていこうというふうに考えてございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。 

 他はいかがでしょうか。岩船委員。 

○岩船委員 

 15ページのその追加接続量に対する出力制御率を見て、本当に結構大きい数字だなと、すごく

思ったのですが、ただこれ、もし今回の試算に基づいて、ある程度再エネ事業者が事業判断につ

なげるとすると、やはりそもそもの前提である、特に今、原子力発電所が動いていない状態とい

うようなことがあって、多分当初は、ここまでは状況は厳しくはないはずですよね。もちろん今

回の試算がそこを前提にしているというのは、よくわかってはいるのですが、事業者の判断にこ

れが役に立つか、ダイレクトに役に立つかというと、きっとそうではないですよね。その辺とい

うのは、どういうふうにこの結果をご提示していくとか、使ってもらうつもりなのかというのを、

少しお伺いしておきたかったのです。 

○九州電力・山科電力輸送本部長 

 実際に出力抑制が必要になってくると思いますのは、例えば５ページ目にございますように、
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接続量が増えていくと、やはり出力制御の必要性が少しずつ出てくるということがございますの

で、当社としまして、まず出力制御がいつごろから必要になるその制御量に達するのかというこ

とを、まずは公表したいというふうに考えています。 

 最終的に量が全て入った場合で、なおかつ電源の状況が算定状況にそろった場合については、

こういった数値になるということを同時にお示しするのかなというふうには考えております。 

○木村省エネルギー・新エネルギー部長 

 基本的には、電源の稼働状況とか、そういったものに応じて変わり得るものであるということ

は、事実だと思っております。 

 他方、その時点で可能な情報提供というものを、とにかく不断にやっていくという趣旨でござ

いまして、確かに今回お出しするものが事業者さんの投資判断等にパーフェクトに役に立つかど

うかというのは、そこは何とも言えないところはもちろんございますけれども、逆に言えば、た

だ現時点で可能なものというのは、私どもとしてもこれが精いっぱいということで、ただ情報を

出さないよりも、やはりそれはしっかり出していったほうがいいだろうということで、それは将

来的にまたいろいろと変更されていく可能性はもちろん含んでいるものだということで、とりあ

えずご理解いただきたい。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

 それではまだ少し遅れておりますので……どうぞ。 

○鈴木オブザーバー 

 すみません。太陽光発電協会でございます。 

 今、木村部長から、今、出せる範囲の資料という話で、それはよくわかるのですけれども、も

ともと発電事業者が事業をやる、やらないの判断をしやすくするためという観点から見た場合、

現実的に言えば、この数字だけ見た方は、殆どあきらめられるのではないかと思います。 

 期待していたのは、こういう数字になるのかどうかは別にいたしましても、こうなのだけれど

も、この対策を打ったらこのぐらいになるというところも出てくるのかなと期待はしていたので

すけれども、残念ながら、それは今の時点ではないという認識でよろしいのでしょうか。 

 それともう一点は、いわゆる整備が整った場合という、この「整備が整う」という決め事は、

何をもって整備が整ったとするのかというのを、これもオープンにしていただければ判断がつき

やすいかと思います。 

 この２点です。 

○荻本座長 
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 ではまず電力さんにお答えいただいて、その後。 

○九州電力・山科電力輸送本部長 

 こちら今回の分につきましては、出力制御システムが整備されるまでの間の分の見通しを説明

させていただいて、基本的には時間単位の出力制御を行うという形になりますと、もう少し対策

としては、制御量は少なくなることは期待できますので、そこを見ていただくのかなというふう

には思います。 

 それから出力制御システムが整備されるというところにつきましては、我々、考えていますの

がまずＰＣＳ自体の設備システムが整備されるというだけではなくて、あとはオンライン制御に

できるだけ近づくように、日射量の予測システムの精度なども上げていって、トータルとして実

際に時間単位の制御ができるというところのめどを早急につけたいというふうには思っておりま

す。 

 現在のところ、日射量の予測というのが、日４回という形で、まだ短時間の予測制御というこ

とは、当社としてはまだ入手してございませんので、そこの状況などを見据えながら、そういっ

たところ、いつからこういった時間単位にするのかというのは、検討してまいりたいというふう

に考えているところです。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。 

○木村省エネルギー・新エネルギー部長 

 今の太陽光発電協会のコメントで、将来的に接続可能量って大きくしていくための対策は、例

えば会社間連系線の、より有効な活用とか、そういったさまざまございます。 

 それは、確かに電力会社だけの責めに寄せられないところもあって、当然、私ども自身がその

もととなるルールでございますとか、あるいは生産の方式とか、そういったことをいろいろと多

分詰めなければいけないところがございます。 

 それについては、当然私どもとしては検討を急ぐということは、とりあえずお約束はさせてい

ただいております。ただそれを待っていると、やはり数字を出すのに時間がかかってしまうとい

うこともございますので、それはあくまでも現在の状況というものを前提に、系統ワーキング、

昨年やっていただいたものの前提をあくまで踏まえた上でのものであるという、そこのところの

注釈をしっかりつけるということで、余りご無用な心配というか、そういったものばかりが世の

中にはびこらないように、そこは私どもとして注意はしたいと思っております。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。 
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 それでは先に進めたいと思います。 

 では続きまして、資料４から７につきまして北海道電力、東北電力、四国電力、沖縄電力から

説明をお願いいたします。 

○北海道電力・上野工務部長 

 北海道電力の上野でございます。よろしくお願いいたします。 

 太陽光発電の出力制御方法と見通しにつきまして、先ほど九州電力様から詳細なご説明がござ

いましたので、当社の特徴的なところ、それとポイントになるところを中心にご説明させていた

だきます。 

 まずはじめに２ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 当社では、年間30日まで無補償での出力制御が可能な案件につきましては、既にお申し込みが

接続可能量に達している状況でございます。このため、それ以降の申し込みにつきましては、指

定電気事業者制度のもとで受け付けを継続しておりまして、360時間ルールですとか、それから

720時間ルールの対象はございません。 

 少し飛びまして、４ページから５ページにかけて出力制御方式について記載してございます。

新しい出力制御方式につきましては、先ほど太陽光発電協会様からご説明をいただきましたが、

当社の場合、５ページ目の下のほうの図になりますけれども、自動電話システムを出力制御ルー

ル見直し前の案件の高圧連系設備に採用しておりまして、こちらにつきましては、前日に出力制

御をお願いする形としているところでございます。 

 ６ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 前回も口頭で少しお話しさせていただきましたが、需給運用の最適化と、それと出力制御量の

削減という観点から、今年度末を目途に出力予測システムの導入を予定しておりまして、実績デ

ータを用いた検証によりまして、出力予測精度の向上を図ってまいりたいと考えてございます。 

 ７ページ目をご覧ください。 

 運用方針といたしまして、公平な出力制御の定義をこちらのほうに記載しております。当社で

は、先ほど申し上げましたとおり360時間ルール、720時間ルール、こちらはございませんので、

出力制御日数を指標として、広範な出力制御を行うことで考えてございます。 

 具体的には①から④にありますとおり、旧ルール案件の出力制御が30日を超過しないことを条

件に、指定ルール案件の出力抑制日数の削減を図っていくこと、それから旧ルール案件の出力抑

制日数が指定ルール案件の出力制御日数を超えないこと。それと10kW未満の太陽光発電を優先的

に取り扱うこと、そして出力制御ルールが同じ場合については、太陽光発電と風力発電の出力抑

制日数が等しくなるようにすること、以上を方針といたしまして、運用方法を検討してございま
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す。 

 なお下のほうに記載がございますとおり、不確実性を常に伴っている実際の運用におきまして

は、出力制御日数を正確に見通しながら運用するのは難しいということで、完全に公平な制御と

いうのは技術的に困難であることは、ご理解いただきたいというふうに考えてございます。 

 次に、具体的な制御方法を８ページ以降でご説明しております。 

 ８ページ目のほうですが、接続可能量の算定時にもご説明いたしましたが、発電設備当たりの

出力抑制日数、これを削減する観点から、必要な制御量に応じて、グループごとに制御をすると

いうことで考えてございます。 

 ９ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 年度当初の見通しにおきまして、旧ルール案件が30日を超過しない場合の運用方法をまずお示

ししております。図の左側にありますとおり、旧ルール案件と指定ルール案件の出力制御日数が

同じとなるように、日ごとに順番を入れかえながら出力制御を実施することと考えております。 

 また旧ルール案件が30日を超過しない見通しにおきましては、ここにありますとおり、10kW未

満の太陽光発電、こちらにつきましては、最後に制御することとしております。 

 ただし年度の途中におきまして、旧ルール案件が30日を超過する見通しとなった場合につきま

しては、右側のとおり運用を切りかえまして、指定ルール案件を優先して調整していくことで運

用しております。 

 次に、10ページ目のほうをご覧いただきたいと思います。 

 こちらは年度当初の見通しにおきまして、旧ルール案件が30日を超過しそうという場合の状況

をお示ししてございます。この場合につきましては、左側の図のとおり、10kW未満の太陽光を含

めまして、まずは指定ルール案件から先、当然、太陽光の10kW未満というのは、順番として後に

なっておりますけれども、基本的には指定ルール案件を先にやります。 

 ただし、年度の途中におきまして、旧ルール案件が30日を超過しないような見通しになってき

た場合につきましては、先ほどとは逆に指定ルール案件に日数が偏らないように、都度調整して

いくということで考えてございます。 

 次に試算結果でございます。12ページ、それから13ページあたりをご覧いただきたいと思いま

す。 

 需要、それから太陽光発電、風力発電の出力につきまして、2011年度から13年度の8,760時間

の実績を用いて試算結果をこちらでお示ししております。 

 ここで括弧内は旧ルール案件のものでございまして、こちらにつきましては出力抑制時間のと

ころ、日数でお示ししてございますが、旧ルール案件が30日に至らない場合については、旧ルー
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ル案件と指定ルール案件を順番に制御していった結果といたしまして、出力制御率が同じ値にな

ってございます。 

 また旧ルール案件と指定ルール案件の出力制御率が異なるものにつきましては、旧ルール案件

の出力日数が、30日まで理想的な形で、旧ルール案件を可能な範囲で最大限抑制した結果になっ

ているのがおわかりいただけるかと思います。 

 一方で、接続可能量の算定のときにもご説明いたしましたが、この各年度を見ていただきます

と、事業実績の違いによる影響が非常に大きくなっておりまして、2011年度と13年度を比較しま

すと、出力制御時間では４倍から９倍も異なるような結果となってございます。実際の運用の中

では需要の違いだけではなく、取水の増減など、ベースロード電源の状況にも大きな影響を受け

るものと想定してございます。 

 14ページの図をご覧いただきたいと思います。 

 こちら、前のページで試算結果をイメージしたものですけれども、赤い破線、左側のほうに縦

にありますけれども、こちら旧ルール案件が30日となるように、その前後の運用をここで切りか

えて試算しております。ただし、実際の運用におきましては、夏から秋のほうにかけて取水の可

能性があるなどの不確実性を考慮して、ある程度、一定の尤度を設けながら、この切りかえを行

っていく必要があるものと考えております。 

 15ページ目をご覧いただきたいと思います。 

 先ほどの表では、実績ベースでの試算結果というのを示しておりますが、太陽光などの予測誤

差を考慮しない、理想的な運用が可能となった場合、先ほどはそういう場合の値でございます。

当社といたしましても、将来的に予測精度を向上させることによって、実績ケースに近づけるこ

とを目指してまいりますが、予測精度の誤差が少なくなるまでの間につきましては、ある程度余

裕を持った運用が必要となります。 

 このためここでは、接続可能量の算定の前提であります太陽光、風力、合成２σ等を考慮した

場合の2013年度の出力制御見通しについてお示ししたものでございます。 

 最後に17ページをご覧いただきたいと思います。 

 先ほどもご説明いたしましたとおり、実際の運用におきましては、完全に公平な出力制御は難

しいということで、まずはその点ご理解いただきたいと思いますのと、それから公平な出力制御

に努めた結果として、旧ルール案件が30日を超えてしまうリスクもございますので、出力抑制日

数、こちら複数年で評価する仕組みを導入いただきたいと考えておりますが、導入に当たりまし

ては民民の契約、協議のみに委ねられることがないように、配慮をお願いできないかなというふ

うに思っております。 
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 最後に、このような運用が当社にとりましても、初めての試みということで、実際の運用では

試行錯誤を重ねながら、よいものにしていきたいというふうに思っております。このため課題が

生じた場合の運用方法につきましては、柔軟に見直していきたいと思っておりますので、この点

もご理解いただきたいと考えております。 

 私からは以上でございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。 

 では続きまして東北電力様。 

○東北電力・菅原電力システム副部長 

 東北電力の菅原でございます。 

 それでは資料５に基づいて、出力制御見通しの考え方及び算定結果についてご説明いたします。 

 まず当社は、太陽光に関して指定電気事業者に指定されております。これからは旧ルールと指

定ルールの事業者が混在することになります。なお新ルールの360時間のルールについては、こ

の資料では考慮してございません。 

 資料をお開きいただきまして、２ページですけれども、２ページには旧ルールと指定ルールの

事業者間の公平性を極力保つ意味で、出力抑制日数が30日に達する前と後で制御方法を変える必

要がある旨を記載してございます。 

 ３ページには、具体的な制御方法を記載しております。一つ目の矢羽根で再エネの連系量が少

なく出力制御日数が30日に達しないと想定される年度では、旧ルール、指定ルールの分け隔てな

く、グループ別に制御することが現実的と考えております。詳細については、今ほど九州電力様

からも説明がありましたので、割愛させていただきます。 

 一方、出力制御日数が30日に達すると想定される年度、当社の場合、特高の案件が多くてアク

セス設備とかサイトの建設にも時間がかかることから、ある程度時間的な猶予はあると考えてご

ざいます。この場合、連系量の増加に伴って、指定ルールの事業者の制御量が多くなることは避

けられませんので、旧ルールの事業者に対して、30日の出力制御を実施した後に発生する余剰を

解消すべく、遠隔出力制御システムを用いて、設備に対するパーセントという形で必要な時間・

量だけを一律で制御したいと考えてございます。 

 ４ページ以降で、その内容についてご説明させていただきたいと存じます。 

 ４ページを飛ばしまして、４ページと５ページが旧ルールの出力制御イメージでございます。

６ページから７ページは、指定ルールの出力制御のイメージをお示ししてございます。 

 なお、この図における再エネの出力につきましては、実際の日射量や風力の発電実績データに
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基づきまして、記載の風力200万kW、太陽光552万kWの出力の想定をして、この図を作成してござ

います。 

 ５ページをご覧ください。 

 この図では、旧ルールの出力制御後の状況を示しております。この状況では太陽光、風力464

万kWの発電により余剰電力が発生いたしますので、必要なグループ数の制御を行います。その結

果、朝と夕のところに赤の破線で示しておりますけれども、この部分も制御されてしまうという

ことがございます。これは１日単位で制御に協力いただいて、前日指令でこのようにご協力いた

だくため、制御量が若干多めになってしまうということでございます。 

 次に７ページをお開きください。 

 この図は、旧ルールの事業者を出力制御した後に指定ルール事業者200万kWの発電出力を上乗

せしたものでございます。この場合、一番上の黄色の帯から上にはみ出る部分のみを出力制御対

象といたします。 

 ８ページに、この中身を５日分だけ抜き出してわかりやすく示した図がございます。上の図は、

旧ルールと指定ルールの発電により余剰電力が発生している状況でございます。下の図につきま

しては、旧ルール制御後の青線に指定ルールの出力が上乗せになった緑の線、それでこの緑のハ

ッチングの部分を抑制しますので、調整余力のある時間帯、ピンクの部分につきましては、指定

ルールの発電が可能ということを説明した図でございます。 

 ９ページ、10ページには、一律指令による時間単位の出力制御のイメージを記載しております。

このように時間帯別の数値制御で抑制量を極力低減できるように、遠隔出力制御システムを開発

してまいりたいと存じます。 

 試算結果が、11ページ、12ページでございます。第３回系統ワーキングと同じ条件で、制御量

を試算した結果でございます。 

 11ページにつきましては、日射量や発電実績データに基づいた太陽光、風力の出力想定により、

旧ルールを30日制御した場合の指定ルールの制御量の見通しを試算したものでございます。 

 当社の場合、2011年度が震災の直後ということで、需要が最も小さい状況でございまして、こ

のところが、指定ルールの抑制量が大きくなっているという状況にございます。 

 12ページでございます。こちらはいわゆる２σ方式、合成２σ方式で検討したものでございま

す。前日指令に従った出力制御を行う場合には、前日の予測誤差を考慮する必要があるため、こ

のような２σ方式をとっているということでございます。今後、出力予測精度を向上させること

によりまして、11ページにあります実績ベース方式に近づけるよう取り組んでまいりたいと存じ

ます。 
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 まとめに入ります。13ページ、14ページに試算結果を再掲してございます。 

 13ページのほうは実績方式の試算結果でございます。ここでは、３年間の実績に基づいて試算

を行いましたが、需要の状況などにより制御時間、量ともにばらつきが出る結果となりました。 

 実際の運用におきましては、前日の段階で翌日の需要や再エネの出力を予測しまして、旧ルー

ルの制御グループ数を決める必要がありますので、予測誤差等の影響により、数字が変わる可能

性があることにもご留意いただきたいと存じます。 

 また当日段階におきましても、需要や再エネ出力の予測誤差はゼロになりませんので、相応の

誤差を考慮して、制御量を決定する必要がございます。 

 なお一番下の矢羽根に、100万kWの追加連系時は、指定ルールよりも旧ルールの制御率が大き

くなっておりますので、公平性の観点から運用方法についても、さらに検討が必要かというふう

なことが課題と捉えてございます。 

 最後の15ページにまいります。 

 今回、１番の矢羽根に、遠隔出力制御システムはこういう条件で試算しましたということで記

載してございますが、この条件が変わりますと、この試算結果も変動することにもご理解を頂戴

したいと存じます。 

 次に３番目の矢羽根のところですが、当社としましては、再生可能エネルギーを最大限活用す

るために、できるだけリアルタイムに近い制御を行うことが有効というふうに考えてございます。

遠隔出力制御システムの構築に当たりましては、そのような制御が可能となるシステムの実現に

向けて取り組んでまいりたいと存じますので、関係する皆様のご協力をよろしくお願いしたいと

存じます。 

 16ページ以降には、年間を通じた8,760時間の抑制見通し等をグラフで示しておりますが、説

明は割愛させていただきますので、後ほどご覧いただければと存じます。 

 弊社からは以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。 

 続きまして四国電力様、お願いします。 

○四国電力・松本系統運用部長 

 四国電力の松本でございます。 

 それでは当社の出力制御見通しについて、ご説明させていただきます。 

 まず開いていただきまして、２ページのところ、当社の特徴といたしましては、もともとの省

令に基づきます30日ルールの事業者さんのほかに、改正省令に基づきます360時間、新ルールの
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事業者さんがおられるというのが特徴でございます。 

 その結果、一つ目の丸でございますけれども、けれども旧ルールの事業者さんによります接続

可能料金が219万kW、改正省令によります新ルール、太陽光で行きますと360時間ルールでござい

ますが、これの導入を反映した結果、接続可能量は38万kW増加し、257万kWになるというところ

が特徴でございます。 

 続きまして、３ページ目でございますが、ここでは太陽光発電設備の申し込み状況を記してご

ざいますが、26年度のこの１月の段階では接続申し込み、また、契約申し込み済み、加えますと

228万kWということで、既に旧省令によります219万kWという接続可能量を超過しておりまして、

今現在新省令の360時間ルールに基づきまして、対応していると、募集しているというところで

ございます。一番右側に参考といたしまして、12月末の設備認定容量を書いてございますが、こ

れが既に258万kW。これにつきましては（注２）にございますけれども、四国４県の合計でござ

いますが、旧ＦＩＴ制度を開始後の新規認定分でございまして、前回からの移行認定分は含んで

いないということで、それを含めますと結構大きい量になりますので、早晩接続可能量257万kW

を超過するものではないかと考えております。 

 続きまして、４ページ目でございますが、これは各社さんも同様なカーブが書いてございます

が、出力制御の発生状況ということで、大まかに申しますとこの緑のハッチングの部分が需要で

ございます。その上に緑の濃く塗っている部分が連系線の活用、あとオレンジの部分が揚水動力 

の活用でもちまして、実際この紫の部分が再エネの出力抑制が必要な部分となってございまして、

これをトータルいたしますと、出力の制御必要日数が81日ということになってございます。 

 続きまして、５ページ目でございます。具体的な出力制御方法を書いてございますが、弊社グ

ループ制御ということで公平な出力制御を行うべく各ルールの事業者を以下のように区分して出

力制御を行うということで、旧ルールにつきましてはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４グループ、あと新ルー

ルにつきましては38万kWということでございますのでＥの１グループ、あと、指定ルールにつき

ましてもここでは30万kWを書かせていただいておりますが、Ｆグループ、あと住宅用につきまし

ては最後の最後ということでＺグループ、こういうふうなグループ分けにいたしまして制御をす

るということで考えてございます。 

 具体的にどういう制御をするかということを次の６ページ以降書いてございます。まず６ペー

ジにつきましてはケース１と書いてございますが、これは出力制御の必要量が少ない場合という

ことで旧ルール、新ルールの事業者の出力制御が30日及び360時間に達するまでということでご

ざいますので、ここにおきましては、旧ルールの事業者、新ルールの事業者、指定ルールの事業

者につきまして、それぞれ公平性の観点から区分せずに順番に均等に制御をしていくということ
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で、順番に制御していくという図を下のイメージ図で書いてございます。 

 ただ、めくっていただきまして７ページでございますが、旧ルールと新ルールの公平性に配慮

した制御の考え方ということで旧ルール、日数管理で30日、新ルールが時間管理で360時間にお

きまして、それぞれの上限に達する日数、時間の比率が同等になるように制御を行っていくと、

昼間の太陽光がピークとなる時間に制御の機会が多くなるであろう新ルールにつきましては抑制

エネルギーが旧ルールより多くなるのではないかというご指摘を前回受けまして、この両ルール

間の公平性をいかにとっていくかというのを考えまして、また実際の実運用が可能な範囲でどこ

までできるだろうかということで考えた結果、このみなし日数という概念を考えまして、その表

を書いてございます。 

 例えば、旧ルールで１日、全日抑制するとこれを100パーセントといたしまして、抑制量のカ

ウントを１日とすると、あと、新ルールにつきましても例えば、６時から18時の12時間抑制いた

しますと、これはほぼ面積100パーセントになりますので、これはもう１日とみなすと。また、

新ルールにつきましては、時間抑制ということになりますので６時間ということで、例えば９時

から15時までをいたしますと、一番太陽光が出ている時間帯でございますので、このエネルギー

が80％ということになりまして、これは本来ですと６時間で２分の１日ということになるのです

が、0.8日にみなすと。こういうふうなカウントを積み重ねていって、公平性を保つと考えてご

ざいます。 

 続きまして、８ページ目でございますが、それを例えば新ルールの10日抑制をした場合、みな

し日数を考慮するとどうなるかというのが書いてございますが、例えば12時間を10日抑制いたし

ますと、実抑制が120時間ですが、みなし抑制につきましても10日間。また６時間を10日間行う

場合は実抑制は６時間となるのですけれども、これにつきましては１日当たり0.8日ということ

でそれが10日ということで、これは８日間とカウントすると。こういうカウントをすることによ

りまして、みなし日数によるより可能な範囲で各ルール間の抑制エネルギーの公平性に配慮して

いきたいと考えてございます。 

 その具体的なみなし日数による運用を次の９ページに書いてございます。これはちょっとわか

りにくいかと思いますけれども、左側のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄが旧ルール、30日ルールの事業者さんで

ございます。30日ルールの事業者さんがＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、１日ずつした後、例えばＥグループの

新ルールの事業者が12時間、また次に１日ずつした後、今度はＥグループの新ルールの事業者さ

んが６時間すると0.8日。こういうものを積み重ねていきますと、年度途中で例えば、ＡからＤ

のグループさんは10日間、Ｅのグループさんは90時間だけれども９日間と、こういうことでみな

しができるんですけれども、この10日間と９日間をうまく調整しながら以降の登場回数を増やし
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たり減らしたりしながら、年度最後でＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄと同等の制御日数になるように調整してい

くという考えでございます。ただし、注書で書いてございますが、みなし日数は余剰発生の機会

が少ない、旧ルールが30日に達しない場合でありまして、旧ルールが30日になる場合はそれ以降、

新ルールはみなし日数でなくてきちんとルール通り360時間までは使い切るということで考えて

ございます。 

 以上が余剰、制御日数が少ない場合のケースでございまして、次の10ページ目に、新ルール、

旧ルール、それぞれ30日及び360時間に到達した以降のことを書いてございます。これにつきま

しては旧ルール、新ルール事業者の出力制御について、指定ルール事業者の制御が過剰とならな

いように旧ルール30日、新ルール360時間を最大限活用したいと考えてございます。 

 まず、年度計画段階であらかじめ需要や出水傾向を踏まえまして、効果的にまずグループを配

置していくと。その途中運用段階におきましても指定ルールが360時間より少ないようであれば

旧ルールと新ルールの制御を減らすとか逆の場合は増やすとか、このあたりで公平性を保ってい

きたいと考えております。また計画的に制御を実施していく中で制御量がどうしても不足すると

いう場合には住宅用、最後のＺも制御するということで考えてございます。 

 このような制御に基づきまして、具体的な出力制御算定結果でございますけれども、11ページ

に前提条件を書いてございます。各社と同様実績ベースの方式とあと合成２σ方式を検討してご

ざいます。 

 続きまして、12ページに具体的な算定の方法のイメージを書いてございますが、上側が年間の

余剰発生状況ということで、このように薄い縦棒が余剰の量でございますけれども、毎日このよ

うな余剰が発生すると、それを５月１日から７日、例えばゴールデンウィークのところを拡大し

てみますと、この制御方法と書いております下のほうでございますけれども、それぞれＡ、Ｂ、

Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆということで順繰りに順番でやっていくと。ただ、Ｆにつきましては一律に１つ

のグループとして、これは全体的に制御するということで当然時間につきましても量につきまし

てもパーセンテージで管理していくというふうなことで一律制御で考えてございます。 

 その結果を13ページに書いてございます。これにつきましては新省令における接続可能量257

万kWに加えまして、+30万kWで90万kW増加させた量を書いてございます。 

 2011年度でご説明いたしますと、追加量が30万kWの場合には抑制時間が204時間、抑制率が

12％というふうになってございます。この中で一番厳しい2013年度の昼間最低需要が非常に少な

かった年でございますけれども、例えば、ここで一番下の欄で行きますと、この年で評価いたし

ますとプラス30万の追加がありますと32.2％の抑制率になると。このような表の読み方をしてい

ただければと考えてございます。 



 44

 その次のページに合成２σ方式を参考に記していただいておりますけれども、これにつきまし

ては出力制御方法とか出力制御システムが確立するまでの間、前日指令に従って制御をおこなう

必要がございますので、その場合このような形に近い形になろうではないかということで書いて

ございますが、旧省令新省令につきましては抑制が30日360時間を使い切ると。あと指定につき

ましてもそれぞれ実績ベースに比較しまして大きい数字となってございます。 

 最後のページに終わりと書いてございますが、今回の算定は一定の条件のもとでのシミュレー

ションでございます。そのため、実運用ではいろいろな予測誤差もありますので、このシミュレ

ーションどおりとならないということをお含みいただければと考えてございます。今後予測誤差

の改善につきまして、国レベルの取り組みも期待いたしますとともに、実運用での知見や経験を

蓄積してより最適な制御を目指していきたいと考えてございます。また、出力制御システムなど

の技術面、バンキング・ボローイングなどの制度面の情勢変化、さらには逆に実運用での課題が

生じた場合などにおいては適宜柔軟に運用方法の見直しについても検討していきたいと考えてご

ざいます。 

 四国電力からは以上でございます。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。それでは最後沖縄電力からお願いします。 

○沖縄電力・仲尾電力流通部長 

 沖縄電力の仲尾でございます。当社の出力制御見通しの試算についてご説明いたします。まず、

今回の資料でございますけれども、一部試算が未了となっておりますので、暫定版ということで

ご留意いただきたいと思います。次回のワーキングにおきましてまたご説明させていただきます。 

 それでは、資料をおめくりいただきまして、２ページにまいります。 

 はじめにというところでございます。当社におきましては昨年12月18日に開催されました新エ

ネ小委におきまして、沖縄本島系統の接続可能量を35.6万kWと報告いたしております。その後27

年、本年１月26日の施行改正省令ではさらなる再エネの導入拡大のため、出力制御の対象が

500kW未満も対象まで拡大と。あと、30日分の時間制への移行というのを導入されてございます。 

 一方、当社におきましては、太陽光の接続状況でございますが、66kV以上の特別高圧の接続が

１件、22kVの接続も１件と。また、申し込みの状況を見ますと、50kW未満の低圧接続が全体の８

割程度を占めておると、低圧接続につきましては工事が小規模であるということから、建設まで

のリードタイムも非常に短いということで先般報告いたしました35.6万kWに早期に達するものと

想定してございます。そういたしますと、早い段階での出力制御が必要になるということも予想

してございます。しかしながら、現状では通信技術を活用した柔軟なこの出力制御システムの実
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施までには一定の時間を要する状況があると。そのような状況の中で、当社におきましては、そ

の出力制御システムによる制御が実施可能となるまでの間は固定スケジュールによる出力制御、

パワコンの固定カレンダーの機能を活用した連続停止において対応する必要があると考えてござ

います。今回の制御の試算はこのような形でのものでございます。 

 次に３ページ目は共通のところでございますので、割愛させていただきます。 

 太陽光発電の申し込みの状況でございますけれども、本年１月26日時点の申し込みが35.4万kW

ということでその可能量、35.6万kWに非常に近い状況となってございます。 

 次のページにまいります。当社における当面の対応でございますが、まず、固定スケジュール

による出力制御。本年の省令改正後に申し込まれた事業者様に年間360時間の抑制。先ほど申し

上げました固定スケジュールということでございますので、当社におきましては出力制御システ

ムが導入されるまで当面の間は12時間掛ける30日。この30日間の連続停止ということで実施させ

ていただければと思います。そこを無補償で制御していただくことで、35.6万kWから40万kW程度

への拡大が見込まれている。省令に基づくこの40万kW程度を超過した場合、その後は指定電気事

業者制度のもとで、太陽光については360時間、当社におきまして30日間を越えて無補償で制御

していただける場合にはさらなる接続が可能だなと思ってございます。 

 なお、高圧以下に連系しております規模が比較的小さいということで、その数も膨大であると。

それでその制御システム導入までの当面の間は個々の発電設備を個別に管理し、個別に出力制御

する指令を送ることは現実的ではないというふうに考えてございます。 

 また本県沖縄は島嶼地域ということで面積も非常に小さい。また亜熱帯地方での気候というこ

ともございまして、非常に日射量変動も大きいという傾向がこれまでの実証事業、太陽光発電出

力予測技術開発実証事業、そういった事業のデータでも見られております。そのため、気象情報

より出力予測を行うにも、まだ相当の実績分析と開発が必要になろうというふうに考えてござい

ます。よって、当面の対応として、先ほどから述べておりますけれども、固定スケジュールによ

る出力制御（連続停止）によって対応していきたいというふうに考えてございます。なお、そう

しながらも並行して、通信技術を活用しました出力制御システムについても検討してまいりたい

というふうに考えてございます。次ページにまいります。 

 ６ページでございますが、このグラフのご説明でございます。まず左側で省令改正時点の申込

量35.4万kWということがございます。これは35.6万kWにまだ達していなかったということで、ま

ずは360時間のそれから500kW未満も対象となる新ルールによってこの検討を行うということにな

ります。それにおきまして、先ほど申し上げました右側の黄色の資格のところでございます。下

側です。35.6万kWから40万kW程度への拡大が見込まれると。次のステップといたしましては、こ
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のグラフの１番上の部分。③のところになりますけれども、接続量が40万kWに達した場合で、や

はりその時点においてもなお出力制御システムによる柔軟な制御が実施できない場合には、右側

の上の四角書きになりますけれども、30日を越えて、今回の事例としましては、90日間を連続停

止していただける場合には40万kWにさらに５万kW程度の拡大が見込まれる。次に150日間連続し

ていただける場合には40万kWに対し10万kW程度の可能量が拡大できるというふうに見込んでござ

います。 

 次のページにまいります。公平な出力制御の方法でございますけれども、まず太陽光の出力制

御ということで旧ルールと新ルールの事業者の公平性の確保の観点から、旧ルールの事業者にお

きましては年間を通して30日を上限とした制御を調整と。新ルールの事業者につきましては固定

スケジュールによる出力制御。これはカレンダー機能を活用したということでございます。今回、

１番系統の需要厳しい４月の１カ月連続停止ということで考えてございます。これを承諾いただ

くことで拡大が見込まれると。また10kW未満の太陽光の出力制御につきましては省令改正の趣旨

を踏まえまして10kW以上の太陽光の出力制御を行った上で実施したいというふうに考えてござい

ます。風力の扱いにつきましては太陽光との公平性の確保の観点から同等の取り扱いとなるよう

調整しております。 

 具体的な出力制御方法ですけれども、沖縄本島における８割程度が低圧接続というところを踏

まえまして、まず図をご覧いただきますと、濃い緑のところ、ここが４月の１カ月停止というふ

うに考えてございます。そして薄い緑になりますけれども、ここが旧ルール、500kW以上の30日

ルールの方、そこを止めるということになります。少しこの図でご留意いただきたいのが、緑で

書いてございますのが、４月の１カ月です。薄いところはこれは１日というふうにカウントして

いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 次のページにまいります。次に次のステップとしまして、先ほどご説明いたしました90日、あ

るいは150日の停止に承諾いただける場合の図をご説明いたします。これはまず図をご覧いただ

きますと、一番下の部分に指定ルール90日間の連続停止、これは期間といたしましては２月中旬

から５月中旬にかけて、こういったところで抑制していただける場合の図でございます。 

 次に下が、さらに一番下の部分に150日間の停止、１月から５月頃、これにかけまして停止い

ただけるということでご承諾いただいた場合の簡単な図でございます。 

 次のページにまいります。将来的には通信技術を活用した制御システムを目指しますけれども、

先ほど来ご説明いたしましたように、当社の状況を踏まえますと、早い段階での出力制御が必要

になると。それと通信の活用した制御システムの実施までにも一定の時間を要すと、このような

状況からカレンダー機能を活用したものを行いたいというところでございます。 
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 次のページにまいります。 

 この手法によりまして、まずは平成23年から25年の３年間の実績ベース方式による算定を行っ

てまいりました。まず23年度をご覧いただきますと、まず1,080時間、90日間を連続停止してい

ただける場合には５万kW程度の拡大が見込まれると。次に150日間連続停止をしていただければ

10万kW程度まで広がるということでございます。グラフのほうをご覧いただきますと、90日間連

続停止していただける事業者様におかれましては、抑制率が24.1%から25.9％ほど、150日間停止

していただける事業者様におきましては35.1から38.9％の抑制率というふうになってございます。

あとは抑制電力量、発電可能電力量につきましては記載のとおりでございます。 

 次のページにまいります。 

 次の試算は合成２σ方式による算定結果でございます。これによりますと、旧ルールの場合の

みですと35.6万kWという接続可能量でございますが、新ルール360時間を停止していただけると

いうことであれば、40万kW程度に広がると。その際にこの旧ルール、500万kW以上の30日ルール

の方につきましては30日には到達しないという結果となってございます。約14日間プラスアルフ

ァというのが、天候の急変、あるいはこの固定スケジュールによる抑制量に満たない、あるいは

不足する場合に、この30日ルールの設備を使って抑制を行うということになります。その次が90

日の連続停止で５万kW程度の拡大、また150日を了解いただける場合には10万kW程度の拡大が見

込まれるということでございます。 

 次のページにまいります。 

 本ページはデュレーションカーブを描いておりますけれども、この図で行きますと、図の黄色

い部分が再エネの出力制御を行っていただく量というふうにご覧いただければと思います。 

 最後のページになります。終わりにというところでございますけれども、繰り返しで恐縮でご

ざいますけれども、我々の管内の申し込みの状況が低圧をメーンにしたものが８割以上あるとい

うところ、そして出力制御システムがまだそれを実施可能となる前に制御を行わないといけない

可能性があるということ、また沖縄という島嶼地域、さらに気象条件も少し変動の多い気候であ

るというところということでございまして、また高圧以下に連系している出力規模が比較的小さ

な発電設備につきましては数が膨大と、柔軟な出力制御システムを実施可能になるまでの間は

個々の発電設備を個別に管理して、また個別に出力制御の指令を送るということも現実的ではな

いというから、当面の間は固定スケジュールによる出力制御を導入し、実績分析を行いながら、

並行して通信技術を活用した制御システムについても検討してまいりたいということでございま

す。 

 最後のページは沖縄の日射量の変動のグラフを載せておりますけれども、非常に南北から連動
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して変動するというところをお示しいたしました。 

 沖縄電力は以上でございます。 

○荻本座長 

 どうもありがとうございました。４件ご報告をいただきました。こちらに関しまして、ご意見、

ご質問をお願いいたします。どうぞ。 

○大山委員 

 すみません、私ちょっと抜けなきゃいけないものですから、コメントだけさせていただきます。

まず四国電力様のほうで、みなし抑制という話をしていただきまして、30日と360時間、違うの

じゃないかという話に対する１つの考えだと思いますんで、どうもありがとうございました。た

だ、今後時間制に移行してもらうインセンティブとして考えると足りなかったらまだ360時間し

ますよということですから、インセンティブを考える場合にはまたもうちょっとさらにアイデア

が必要かなと思っていますけれども、これはこれで新ルールの方ですから、もちろん問題ないと

思いますし、１つの考え方だなと思います。あとはコメントだけですけれども、今回やっぱり問

題になっているのは太陽光なので、太陽光のことをいろいろやっていただきましたけれども、今

後を考えるとやっぱり風力はどのぐらい抑制されるかとかそういうこともこれは今日じゃなくて

結構なのですけれども、今後のＷＧでは検討する必要があるかなってちょっと感じました。とり

あえずコメントだけです。 

○荻本座長 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、松村先生。 

○松村委員 

 今、大山先生の話で出てきた四国電力のこの資料がちょっとよく理解できなかったので教えて

いただきたいのですが。まず、みなし日数、７ページのところなのですけれども、これ自身は非

常に合理的だと思います。６時間抑制したと言っても、発電が多いところの６時間を抑制してい

るので、12分の６で0.5日とカウントしたら不公平だろうという考え方は非常に合理的で公平だ

と思います。しかしこれを仮に入れたとして、この制御をしたとすると、６時間で0.8日とカウ

ントするわけですから、それで旧制度の人と公平性をそろえて、30日までしかしないとすると

360時間は使い切れなくなるわけですよね。そうすると、その後のページ、例えば14ページのと

ころで見ると、旧ルールは30日、新ルールは360時間となっているわけですから、これは論理的

に言うと全てこういう局面では基本的には12時間止めるということを意味しているのでしょうか。

数字の解釈がよくわからなくなったので、ご説明をお願いします。 
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○四国電力・松本系統運用部長 

 非常にややこしいやり方でございますので、非常に誤解を招いたのかもしれませんけれども、

新ルールのところをみなし日数で考慮するというのは、例えば旧ルールが30日になるときに新ル

ールが360日に同時になると、当然360時間のほうが抑制量多くて不公平になるのではないかとい

うご指摘に対しまして、新ルールのほうをその抑制エネルギーに従って、若干スピードを遅らせ

るというのですか。例えば、旧ルールが10日間抑制したのであればパーセンテージで行けば新ル

ールは120時間抑制ということなのですけれども、その120時間抑制すると、旧ルールの10日間抑

制よりも抑制エネルギーが大きいじゃないかと。だからみなし日数的なものを使って、例えば旧

ルールが10日間のときには新ルールは120時間でなくって、80時間とか90時間でイコールになる

ようにしていくと。ただ、それは旧ルールが30日まで行きますと、新ルールがその時点で250時

間とか230時間とかになったとしても、そこはそれで打ち止めするんではなくて、それ以降は新

ルールは360時間まで使い切るということで、決して、省令にある360時間を使い切らないという

意味ではございませんで、ただ単に積み上がっていくスピードをそこで調整しながら、できる限

りの公平性を保とうではないかというアイデアでございます。 

○松村委員 

 わかりました。旧ルールで30日に到達するまでの状況の時だけ適用するということですね。 

 続けていいでしょうか。公平性に関しては各電力会社の考え方は非常によくわかりましたし、

このとおりにやられるのであれば、私は非常に公平だと思いました。まず一つは同じカテゴリー

の人は同じに扱う。同じカテゴリーの人なのに、この人は極端に抑制、この人は極端に抑制なし

ということは絶対しないようにするということは、十分伝わったのではないかと思います。 

 それから、カテゴリー間の公平性というのも十分考慮されていると思います。それに関して東

北電力のほうで、むしろ指定電気事業者の抑制率が下がるということがあり得て、これ自身は問

題があるかもしれないと認識しておられると書いておられるわけですが、これが不公平かどうか

というのは考える余地があると思います。何が言いたいのかというと、このままの状況でも十分

公平だという考え方はあり得る。これは違うカテゴリー間の公平性という問題ですが、指定電気

事業者のほうが後から入ってきたわけで、原理的には無制限に抑制されるわけなのだから、それ

が上限のある人より少ないというのは不公平じゃないかというのは、これは一つの考え方ではあ

るけれども、しかし一方で、指定電気事業者は１つ間違うとどこまででも制御されるというリス

クを負っている人で、そうでない人は30日という上限が決まっている人。結果的に上限が決まっ

ている人のほうが少なくなるということもあり得るということが本当に不公平なことかどうかと

いうのは、ちゃんと考える余地がある。つまりこのままの東北のものでも十分公平だと言える可
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能性はあると思います。これについては電力会社に全部任せるのは余りにも負担が大き過ぎると

思うので、政府のほうで考え方を整理する必要があると思いました。 

 同じように四国電力のところでも、先ほど出ていたところですが、フルに抑制するということ

になったときには30日ルールの人は30日、360時間ルールの人は360時間となると、結果的にまさ

に四国電力がお気になさった理由によって、新ルールの人のほうが抑制率が高くなってしまうわ

けですよね。そうすると、それが本当に公平なのだろうかということを考えると、しかしルール

に従ってやっているわけですからこれ以外のやり方がないので、電力会社の責任でないというの

は間違いないのですけれども、これを放置すると30日ルールの人が自主的に時間制に移行するイ

ンセンティブを著しく削ぐことになる。移行すると損ばっかりすることになるとすると、これは

本当に公平なのだろうか。そうすると、物すごく極端なことを言うと、30日に到達するまでの段

階のときには旧ルールの人を優先的に抑制して、新ルールの人はあまり抑制しなくて、太陽光が

普及してきて全体が抑制しなければならないという将来には30日ルールの人が結果的に得をして、

20年間でならすとむしろ負担は優先的に30日の人のほうが抑制されるほうが公平になるというこ

とだって十分にあり得る。このカテゴリー間の公平性というものに関しては一応整理する必要が

あるのではないかと思いました。ただ、私は今回出されたものは、不公正だと思われるような運

用はなかったと認識しております。以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございます。 

 何か。 

○江澤新エネルギー対策調整官 

 まさに過渡期にはそういった状況も当然生まれ得ますし、単年度だけで判断するべきではない

というふうに考えます。タイミングによってはそのような形で、必ず30日ルールの人、それから

新ルールの部分、それから指定電気事業者のもとで接続した事業者、これが必ず達する前までは

必ず同じになるようにするというのも一つの公平型の考え方ですし、むしろライフタイムで考え

ると、むしろ後の新ルールであるとか指定ルールのほうが厳しくなるということであれば、島嶼

は旧ルールの方が増えるようなことも公平性としてはあっていいと思うのです。その辺の公平性

の整理というのは政府のほうできちんと示さなければ、運用がまちまちということにもなり得る

ので、新エネ・省エネのほうでよく議論していきたいと考えております。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。 

 では、岩船先生。 
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○岩船委員 

 すみません、確認ですけれども、例えば四国電力さんで、全てが計画的に制御した後で住宅用

もという話があったと思うのですが、今回の試算では住宅用の制御まで入っているということな

んでしょうか。例えば、13ページの結果において。その場合は余剰だけをということなのでしょ

うか。 

○四国電力・松本系統運用部長 

 今回の試算は実は神様運用といいますか、答えを見てからその余剰の量に当てはめていくとい

うようなやり方をしておりますので、現実的にこの試算の中では余りほとんど10kW未満制御に及

ぶ日数というのは実際のところは神様運用で試算した結果はないのですけれども、これがやはり

運用段階におきましてあらかじめ設定していた輪番グループのみではどうしても制御量が不足す

るといった場合には住宅用についても幾ばくかの制御は出てくるのではないかと思われます。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。 

 では、馬場先生。 

○馬場委員 

 非常に貴重な結果を出していただきありがとうございました。一点、沖縄電力さんのところで

確認させていただきたいんですけれども、非常に状況が厳しいというようなことで現状では固定

カレンダーのやり方をやろうというようなことであるかと思うんですけれども、これから一応資

料２のほうにありましたとおり、ＰＣＳというものが多分いろいろ制御機能のやつがついてくる

と思いますが、その機能は生かすというか、それがとにかくこれからそれが出てきたらそれをつ

けておいていただいて、その後で通信のインフラが来たときにはその運用に切りかえていくとい

うそういうような理解でよろしいのでしょうか。ずっと未来永劫固定ということではなくという。

それだけちょっと確認したかったのです。 

○沖縄電力・仲尾電力流通部長 

 そのような理解でいただければと思います。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、斉藤オブザーバー。 

○日本風力発電協会・斉藤企画局長 

 今回、主に太陽光のことを主体にご説明いただきまして、ただ、資料の中では風力と太陽光は

同等の方向で公平性を保つと、この辺は全く依存はないのですけれども、例えば北海道電力さん
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の資料４の９ページに、イメージとしては太陽光、太陽光、風力という形の例示はしていただい

ているのですが、現実的には風力の出力連系可能量を設定した段階、主には夜間の下げ代不足、

それから朝の立ち上げのときの長周期調整力不足、沖縄電力さんの場合は短周期ということにな

っていますので、これはイメージとしては公平性のことはよろしいのですが、多分発生する時間

が違うと思いますので、先ほど大山先生もおっしゃられましたけれども、今後また風力の抑制を

どうするかというのは議論いただければと思います。 

 それと、申しわけありません、資料３で九州電力さんの資料の６ページのところで、風力の取

り扱いで同じようなことを書いていただいているのですが、ちょっと私の読み違いかもわからな

いですが、太陽光の接続可能量を算定したときの風力の連系量といいますと、これは30日ルール

を考慮していなかったような、と記憶していますので、この辺はまた別なところでまたご確認い

ただければと思います。以上です。 

○荻本座長 

 ありがとうございました。ご質問に当たるものは……。コメントということでよろしいですね。 

 それでは、ほかいかがでしょうか。 

 それでは、10分ぐらい超過している段階ですけれども、本日はこのあたりということにしまし

て、事務局から次回のスケジュールをお願いいたします。 

○江澤新エネルギー対策調整官 

 次回のワーキンググループについては追ってご連絡を差し上げたいと思います。 

 

３．閉会 

 

○荻本座長 

 それでは、これをもちまして本日のワーキンググループを閉会いたします。 

 どうもありがとうございました。 

－了－ 

 

 


